
深
川
猟
師
町
の
漁
師

高

慶

子

山

lま

め

じ

深
川
猟
師
町
と
は
、
江
戸
時
代
に
隅
田
川
東
岸
の
永
代
橋
付
近
に
存
在
し
た
清
住
町
・
佐
賀
町
・
相
川
町
・
熊
井
町
・
富
吉
町
・
諸
町
・
大

(

1

)

(

2

)

 

島
町
・
黒
江
町
の
八
町
の
総
称
で
あ
る
(
〔
図
l
〕
参
照
)
。
由
緒
書
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
老
中
の
酒
井
忠
世
の
屋
敷
を
拠
点
に
漁
を
行
っ
て
い

た
漁
師
達
が
、
寛
永
六
年
(
一
六
二
九
)
に
冥
加
と
し
て
魚
貝
類
を
江
戸
城
に
上
納
し
、
将
軍
が
御
成
の
時
に
は
役
船
を
勤
め
る
こ
と
を
条
件

に
、
地
子
免
許
で
土
地
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
深
川
猟
師
町
の
起
立
と
さ
れ
て
い
る
。
深
川
猟
師
町
は
起
立
当
初
か
ら
関
東
郡
代
の
支
配
を
受

け
た
が
、
正
徳
三
年
(
一
七
一
三
)
に
町
奉
行
支
配
と
な
り
、
以
降
は
関
東
郡
代
(
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
以
降
は
代
官
)
と
町
奉
行
の
両

支
配
を
受
け
た
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
深
川
猟
師
町
に
お
け
る
漁
師
の
在
り
方
の
変
容
過
程
を
分
析
し
、
城
下
町
江
戸
の
拡

大
に
よ
っ
て
町
方
社
会
に
組
み
込
ま
れ
た
地
域
に
お
け
る
、
住
民
構
造
の
変
化
の
一
断
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

分
析
は
土
地
所
持
と
漁
船
所
持
と
い
う
こ
つ
の
指
標
か
ら
行
う
。
土
地
と
漁
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
享
保
一
七
年
(
一
七
三
二
)
に
周

辺
地
域
の
金
杉
浦
・
本
芝
浦
・
大
井
御
林
浦
・
羽
田
浦
の
漁
師
組
頭
・
漁
師
代
・
年
寄
・
名
主
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
訴
状
に
「
私
共
町
々
猟

師
儀
は
(
中
略
)
大
方
地
借
・
庖
借
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
嘉
永
三
年
(
一
八
五
O
)

の
漁
業
出
入
に
関
わ
っ
た
深
川
猟
師

深川猟師町の漁師21 
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町
な
ど
の
漁
師
達
が
庖
借
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
深
川
猟
師
町
の
漁
師
は
地
借
・
庖
借
層
が
中
心
で
あ
っ
た
と
す
る
出
口
宏
幸
氏
の

(4) 

指
摘
が
あ
る
。
起
立
当
初
の
深
川
猟
師
町
の
漁
師
達
は
土
地
(
屋
敷
地
)
を
所
持
し
た
と
想
定
さ
れ
る
以
上
、
享
保
期
ま
で
に
多
く
の
漁
師

達
は
土
地
の
所
持
か
ら
離
れ
た
こ
と
に
な
る
。
出
口
氏
の
研
究
で
は
、
『
寛
永
録
』
(
後
述
)
に
収
録
さ
れ
た
元
禄
一
O
年
(
一
六
九
七
)
一
二

月
付
け
の
「
武
蔵
国
葛
飾
郡
猟
師
町
検
地
水
船
)
(
以
下
「
検
地
帳
」
)
に
記
載
さ
れ
た
屋
敷
地
・
名
請
人
数
と
漁
船
(
船
株
)
数
の
聞
に
は
関

連
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
名
請
人
は
漁
船
(
船
株
)
所
持
者
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
第
二
章
で
は
「
検
地
帳
」
を
再
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
と
漁
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
。

漁
船
所
持
に
関
す
る
分
析
で
は
、
土
地
所
持
と
い
う
指
標
か
ら
は
読
み
と
れ
な
い
漁
師
の
在
り
方
の
変
容
過
程
を
解
明
す
る
。
漁
船
と
漁
師

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
安
永
八
年
(
一
七
七
九
)
当
時
の
漁
師
惣
代
が
漁
船
所
持
者
で
あ
っ
た
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
柄
、
漁
船
所
持
を
め
ぐ

る
分
析
は
史
料
年
代
・
内
容
の
考
証
に
不
明
な
点
が
多
く
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
第
三
・
四
章
で
は
、
分

析
の
時
期
を
漁
船
所
持
に
関
す
る
史
料
が
残
さ
れ
た
享
保
九
年
(
一
七
二
四
)
か
ら
安
永
九
年
(
一
七
八
O
)
に
設
定
し
、
当
該
時
期
に
お
け

る
漁
船
所
持
者
と
漁
師
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
第
一
章
で
は
、
分
析
の
前
提
と
し
て
深
川
猟
師
町
の
漁
師
達
が
漁
を
行
っ
た
漁
場
及
び
漁
法
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。
主
な
分
析
史

(7) 

料
は
、
相
川
町
の
名
主
相
川
新
兵
衛
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
寛
永
録
」
で
あ
る
。

漁
場
と
漁
法

江
戸
時
代
の
漁
場
に
は
、
地
先
磯
付
漁
場
(
磯
漁
場
)
と
、
そ
れ
以
遠
の
沖
漁
場
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
)
、
正
徳
五
年
(
一
七
一
五
)

(9) 

月
二
日
付
け
の
「
猟
場
出
入
御
評
定
所
御
裁
許
御
室
目
下
之
写
」
に
は
、
「
右
諸
町
〔
深
川
猟
師
町
八
町
・
中
島
町
・
蛤
町
・
奥
川
町
・
北
川

町
・
南
八
町
堀
三
町
(
引
用
者
注
)
〕
地
付
之
磯
浦
無
之
、
従
古
来
御
領
所
内
海
之
分
、
入
会
ニ
付
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
深
川
猟
師
町
の
漁

深川猟師町の漁師23 



師
達
は
、
一
般
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
付
浦
が
独
占
的
に
漁
を
行
う
磯
漁
場
を
、
周
辺
地
域
の
漁
師
達
と
入
会
で
利
用
し
た
。
「
向
後
北
者
大

和
村
前
御
林
町
浦
境
一
之
涛
杭
跡
J
東
南
棒
杭
跡
之
内
論
所
江
、
深
川
諸
町
井
八
町
堀
J
貝
猟
堅
不
可
入
、
網
猟
ハ
双
方
入
会
候
場
所
、
可
為

有
来
通
」
と
さ
れ
た
こ
の
時
の
評
定
所
の
裁
許
、
及
び
「
目
ハ
ヶ
湾
よ
り
東
北
は
船
橋
村
計
の
磯
猟
場
、
西
南
は
葛
西
、
行
徳
、
深
川
、
芝
、
品

川
五
ヶ
所
の
入
会
磯
猟
場
と
定
」
と
さ
れ
た
天
明
二
年
(
一
七
八
二
)
の
裁
許
に
基
づ
き
、
貝
漁
を
行
う
入
会
磯
漁
場
は
一
之
溶
杭
跡
か
ら
貝

ケ
漆
ま
で
と
公
定
さ
れ
た
(
〔
図
2
〕
参
照
)
。
大
島
町
・
熊
井
町
・
相
川
町
、
及
ぴ
蛤
町
・
中
島
町
・
奥
川
町
の
漁
師
惣
代
・
月
行
事
・
名
主

の
作
成
に
よ
る
弘
化
五
年
(
一
八
四
八
)
三
月
付
け
の
書
付
に
は
、
「
武
州
御
林
町
一
ノ
涛
杭
跡
・
2
利
根
川
尻
貝
ヶ
涛
境
迄
、
江
戸
前
岸
通
水

(
日
)

面
干
潟
共
一
円
」
と
あ
り
、
入
会
磯
漁
場
は
江
戸
前
と
称
さ
れ
て
い
た
。
享
保
一
五
年
(
一
七
三
O
)
五
月
に
船
橋
村
の
漁
師
惣
代
・
名
主
・

組
頭
が
勘
定
奉
行
所
に
宛
て
た
訴
状
に
は
、
「
お
ち
の
み
よ
よ
り
か
い
が
み
よ
迄
を
船
橋
浦
と
申
、
か
い
が
み
よ
よ
り
、
は
ね
だ
浦
境
迄
を
、

(

ロ

)

(

日

)

江
戸
前
と
申
来
候
事
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
漁
師
達
の
間
で
江
戸
前
と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
沖

(

7

7

)

(

M

)

 

漁
場
は
「
漁
師
共
内
海
之
内
江
戸
前

2
下
総
国
堀
江
・
猫
実
・
船
橋
、
上
総
国
八
幡
・
五
井
・
青
柳
・
姉
ヶ
崎
・
椎
津
・
伴
津
入
会
働
申
候
」

と
さ
れ
る
通
り
、
江
戸
前
か
ら
下
総
・
上
総
国
に
至
る
江
戸
内
湾
の
東
側
の
海
域
に
及
ん
だ
。

漁
法
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
二
年
か
ら
三
年
(
一
八
四
九
十
一
八
五
O
)

に
か
け
て
、
深
川
猟
師
町
及
び
本
所
辺
の
漁
師
達
の
間
で
起
き

(
日
)

た
笥
漁
(
後
述
)
を
め
ぐ
る
争
論
の
中
で
、
相
川
町
と
熊
井
町
の
漁
師
達
が
「
古
来
・
2
職
業
ハ
、
手
網
・
四
ツ
手
綱
・
川
地
引
・
小
引
網
・
投

網
・
長
縄
、
凡
六
職
ニ
有
之
候
」
と
申
し
立
て
て
お
り
、
深
川
猟
師
町
で
は
古
く
か
ら
こ
れ
ら
の
漁
具
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

手
綱
と
は
水
中
に
入
れ
た
網
を
人
力
で
引
き
寄
せ
る
漁
、
投
網
は
網
を
水
中
に
投
げ
広
げ
、
網
が
水
底
に
達
し
た
後
に
網
を
す
ぼ
め
て
引
き
上

(
日
)

げ
る
漁
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
漁
で
は
多
様
な
魚
類
が
漁
獲
さ
れ
た
。
四
ツ
手
綱
と
は
沈
め
た
網
に
白
魚
な
ど
の
小
魚
が
入
る
と
引
き
上
げ
る
漁

(
口
)

で
あ
る
。
川
地
引
・
小
引
網
は
い
ず
れ
も
小
地
引
網
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
四
名
の
漁
師
が
洲
上
で
使
用
し
、
鰻
や
雑
魚
な
ど
を
漁
獲
し
た
。

長
縄
は
一
本
の
長
い
縄
に
沢
山
の
釣
り
糸
を
つ
け
て
行
う
漁
で
あ
り
、
鰻
な
ど
が
漁
獲
さ
れ
た
。
貝
藻
類
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
正
徳
五

年
の
裁
許
状
の
中
に
「
員
猟
巻
猟
致
来
的
」
と
あ
り
、
貝
桁
・
小
貝
桁
や
大
巻
・
小
巻
と
呼
ば
れ
る
漁
具
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
前
者
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で
は
主
に
赤
貝
(
貝
桁
)

や
蛎
(
小
貝
桁
)
な
ど
、
後
者
で
は
蛤
・
酬
な
ど
が
漁
獲
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
漁
具
に
よ
る
漁
の
多
く
は
、

一
般
の

漁
船
と
一
土
二
名
の
漁
師
で
行
わ
れ
る
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
に
な
る
と
、
新
網
町
の
漁
師
が
品
川
沖
付
近
で
四
ツ
手
網
漁
を
行
っ
た
場
合
の
支
障
の
有
無
に
つ
い
て
、
深
川
猟

(ω) 

師
町
の
漁
師
達
は
「
四
ツ
手
網
を
以
小
魚
取
候
儀
者
浮
猟
之
義
ニ
付
、
差
而
相
障
候
義
も
無
御
座
」
と
述
べ
て
お
り
、
寛
政
三
年
(
一
七
九
一
)

(
却
)

に
は
「
浮
猟
稼
仕
候
者
ハ
別
而
人
少
ニ
相
成
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
深
川
猟
師
町
に
お
い
て
は
、
海
水
の
上

層
で
生
活
す
る
浮
魚
を
獲
る
漁
師
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
磯
漁
場
で
底
魚
・
貝
藻
類
を
獲
る
漁
が
主
流
に
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
な
伝
統
的
な
漁
法
に
対
し
て
、
新
し
い
漁
法
で
あ
る
笥
漁
を
め
ぐ
る
争
論
は
、
既
に
文
政
二
一
年
(
一
八
二
九
)
・
天
保
二
年

(
一
八
三
一
)
に
起
き
て
い
た
。
笥
漁
と
は
、
椋
欄
縄
に
結
び
付
け
た
竹
製
の
漁
目
一
ハ
を
川
中
に
沈
め
て
鰻
を
獲
る
漁
で
あ
る
が
、
沈
め
た
縄
と

長
縄
の
釣
り
糸
が
絡
み
、
長
縄
漁
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
か
ら
問
題
と
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
ハ
年
(
一
八
八
三
)
に
東
京
府
が
作
成
し
た
調

査
書
に
、
「
天
保
年
間
以
降
各
浜
浦
共
狼
リ
ニ
細
目
ノ
網
ヲ
使
用
シ
、
或
ハ
雑
魚
網
、
蝦
桁
等
ノ
流
行
ニ
原
因
ス
ル
ナ
ラ
ン
、
然
リ
ト
難
ト
モ
、

(
幻
)

漁
法
ノ
制
度
之
レ
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
当
浦
〔
深
川
浜
(
引
用
者
注
)
〕
ノ
知
キ
モ
止
ム
ヲ
得
ス
細
目
ノ
網
及
新
漁
具
等
ヲ
使
用
ス
ル
ニ
至
レ
リ
」

と
あ
る
通
り
、
天
保
期
に
は
雑
魚
網
・
蝦
桁
な
ど
の
細
目
の
網
や
新
し
い
漁
具
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
通
り
、
天
明
・
寛
政
期
の
深
川
猟
師
町
で
は
浮
漁
は
衰
退
し
て
地
付
漁
が
主
流
と
な
り
、
文
政
期
に
は
新
し
い
漁
具
が
使
用
さ
れ
始

め
、
伝
統
的
な
漁
法
と
の
聞
で
問
題
が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
推
移
は
見
ら
れ
る
が
、
深
川
猟
師
町
で
は
江
戸
時
代
を
通
し
て

(
辺
)

少
人
数
で
行
え
る
小
規
模
な
漁
法
が
主
流
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

元
禄
期
の
土
地
と
漁
師

深
川
猟
師
町
で
は
寛
文
一

O
年
(
一
六
七
O
)
に
検
地
が
行
わ
れ
た
。
『
寛
永
録
』
に
は
「
寛
文
十
成
年
、
猟
師
町
、
伊
奈
半
十
郎
〔
忠
常
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(
引
用
者
注
)
〕
様
J
本
家
御
縄
入
ニ
相
成
、
七
月
廿
五
日
御
検
地
屋
敷
高
九
町
六
反
八
畝
廿
壱
歩
与
相
定
、
同
年
十
一
月
御
年
貢
上
納
被
仰
付

時
」
と
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
検
地
に
よ
っ
て
起
立
以
来
地
子
免
許
で
あ
っ
た
土
地
に
年
貢
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
元
禄

八
年
(
一
六
九
五
)
に
は
、
「
元
備
八
亥
年
六
月
二
一
・
四
・
五
日
、
酒
井
河
内
守
〔
忠
挙
・
上
野
国
前
橋
藩
主
(
引
用
者
注
)
〕
様
・
安
藤
対

馬
守
〔
重
博
・
備
中
国
松
山
藩
主
(
引
用
者
注
)
〕
様
再
御
検
地
、
本
家
・
河
岸
屋
敷
共
石
高
百
四
拾
コ
一
石
七
斗
四
升
四
合
、
此
屋
敷
反
別
拾

壱
町
九
反
七
畝
廿
六
歩
、
石
盛
壱
石
弐
斗
ニ
御
越
」
と
あ
る
通
り
、
再
検
地
が
行
わ
れ
た
。
元
禄
一
O
年
二
一
月
付
け
の
「
検
地
帳
」
は
、
こ

の
再
検
地
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
碍
o

寛
文
一
O
年
の
反
別
が
「
屋
敷
高
」
で
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
頃
の
土
地
は
す
べ
て
屋
敷

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
「
検
地
帳
」
に
記
さ
れ
た
土
地
も
す
べ
て
屋
敷
地
で
あ
る
。
元
禄
の
再
検
地
で
は
寛
文
一
O
年
よ
り
反
別

が
二
町
余
増
加
し
た
が
、
増
加
分
の
多
く
は
一
町
七
反
七
畝
一
六
歩
を
占
め
る
河
岸
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
検
地
帳
」
に
は
一
七
三

筆
の
本
屋
敷
地
と
八
二
筆
の
河
岸
地
の
計
二
五
五
筆
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
佐
賀
町
が
町
中
で
所
持
す
る
河
岸
地
の
ほ
か
は
、
河
岸
地
は
本

屋
敷
地
付
き
地
面
と
理
解
さ
れ
、
実
質
の
屋
敷
地
数
は
町
中
持
ち
の
河
岸
地
を
一
筆
と
数
え
て
一
七
四
筆
で
あ
る
。
名
請
人
は
、
複
数
の
町
で

確
認
さ
れ
た
同
じ
名
前
の
者
を
異
な
る
者
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
五
O
名
と
な
つ
が

)
O

〔表
1
〕
は
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
身
元
な
ど
が

知
ら
れ
る
名
請
人
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
情
報
が
得
ら
れ
た
の
は
一
七
四
筆
中
の
四
一
筆
分
に
と
ど
ま
る
が
、
可
能
な
限
り
分
析
を
行

、つノ
Oま

ず
は
、
名
請
人
の
中
に
七
名
の
武
士
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
第
一
の
特
徴
と
し
て
武
家
の
名
請
地
の
多
く
は
蔵
屋
敷
で
あ
っ

(
幻
)

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伊
達
家
が
佐
賀
町
に
所
持
し
た
三
筆
の
屋
敷
地
は
、
「
国
許
ヨ
リ
米
相
廻
シ
差
置
申
候
」
と
さ
れ
る
蔵
屋
敷
で
あ
っ

た
。
こ
の
蔵
屋
敷
が
い
つ
頃
か
ら
佐
賀
町
に
存
在
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
史
料
上
で
は
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

(
お
)

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
前
田
家
は
、
黒
江
町
に
四
コ
二
坪
の
屋
敷
地
と
深
川
海
辺
新
田
に
二
二
三
七
坪
の
抱
屋
敷
を
所
持
し
て
い
た
が
、

後
者
の
抱
屋
敷
は
「
道
敷
無
之
ニ
付
、
寛
文
五
巳
ノ
年
、
右
町
屋
地
面
〔
黒
江
町
の
屋
敷
地
(
引
用
者
注
)
〕
求
置
」
と
あ
り
、
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
に
黒
江
町
の
屋
敷
地
を
抱
屋
敷
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
前
田
家
は
「
川
筋
ニ
屋
敷
所
持
不
仕
、
国
元
J
相
廻
り
候
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米
穀
荷
物
等
入
置
候
蔵
相
建
申
度
ニ
付
」
と
あ
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
屋
敷
地
を
蔵
屋
敷
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
が
判
明
す
碍
o

ま
た
、
寛
文
一

(
鈎
)

一
年
(
一
六
七
こ
の
刊
記
を
有
す
る
「
新
板
江
戸
外
絵
図
深
川
本
庄
浅
草
」
に
は
当
該
地
辺
り
に
「
杉
ウ
ラ
ク
ラ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
杉

浦
家
の
屋
敷
地
も
蔵
屋
敷
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
小
田
原
町
に
居
住
す
る
大
坂
屋
次
郎
右
衛
門
が
名
請
し
た
清
住
町
の
屋
敷
地
に
つ
い
て
も
、

(
泊
)

「
松
平
対
馬
守
殿
蔵
屋
敷
、
次
郎
右
衛
門
ト
一
五
フ
者
、
名
代
ニ
テ
有
シ
ヲ
」
と
あ
る
通
り
、
実
際
に
は
豊
後
国
府
内
藩
主
の
松
平
(
大
給
)
近

陣
の
蔵
屋
敷
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
一
七
世
紀
の
中
頃
に
は
既
に
多
く
の
武
家
の
屋
敷
地
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。

(
沼
)

検
地
が
実
施
さ
れ
る
以
前
の
明
暦
三
1
四
年
(
一
六
五
七
1
一
六
五
八
)
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
(
江
戸
大
絵
図
)
」
に
は
、
当

該
地
辺
り
に
「
杉
浦
内
蔵
」
・
「
成
瀬
隼
人
」
な
ど
の
名
前
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
頃
に
は
杉
浦
・
成
瀬
家
は
屋
敷
地
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
判

明
す
る
。
同
図
に
は
「
松
平
加
賀
」
の
名
前
も
見
ら
れ
、
前
田
家
が
寛
文
五
年
以
前
か
ら
所
持
し
て
い
た
屋
敷
地
が
明
暦
期
に
は
存
在
し
た
こ

と
も
確
認
で
き
的
。
ま
た
「
新
板
江
戸
外
絵
図
深
川
本
庄
浅
草
」
の
当
該
地
辺
り
に
は
「
榊
原
ク
マ
ノ
介
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
寛
文
一
一
年

に
は
榊
原
家
は
屋
敷
地
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
五
名
の
名
主
が
居
町
に
土
地
を
所
持
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
検
地
が
行
わ
れ
た
頃
の
深
川
猟
師
町
に
は
八
名
の
名
主
が
存
在
し
た

が
、
こ
れ
ら
の
八
名
は
い
ず
れ
も
深
川
猟
師
町
の
開
発
人
と
し
て
の
由
緒
を
有
し
、
起
立
当
初
か
ら
土
地
を
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
元
禄
一
O
年
に
は
三
名
の
名
主
が
居
町
の
土
地
を
手
放
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
寛
永
録
」
の
記
録
に
「
元
織
元
辰
年

四
月
廿
八
日
、
御
年
貢
町
屋
敷
永
代
売
御
免
被
仰
付
町
内
」
と
あ
る
通
り
、
深
川
猟
師
町
で
は
元
禄
元
年
(
一
六
八
八
)
に
屋
敷
地
の
売
買
が
公

認
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
元
禄
一

O
年
頃
の
名
主
の
土
地
所
持
の
在
り
方
は
、
土
地
の
売
買
が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
、
っ
。

そ
し
て
町
人
に
つ
い
て
は
、
三
郎
右
衛
門
が
黒
江
町
居
住
の
居
付
地
主
で
あ
り
、
小
左
衛
門
に
つ
い
て
も
「
大
島
町
之
内
町
人
小
左
衛
門
」

が
起
立
当
初
に
大
島
町
の
二
反
歩
の
土
地
を
所
持
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
小
左
衛
門
は
起
立
当
初
か
ら
大
島
町
に
居
住
し
て
複
数
の
土
地
を

(
お
)

所
持
す
る
居
付
地
主
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
七
郎
兵
衛
は
享
保
元
年
(
一
七
一
六
)
に
本
材
木
町
五
丁
目
に
居
所
を
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(7) 

置
い
て
黒
江
町
の
屋
敷
地
を
所
持
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
元
禄
一

O
年
当
時
も
本
材
木
町
五
丁
目
に
居
住
す
る
不
在
地
主
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
町
人
の
名
請
人
に
は
居
付
地
主
と
不
在
地
主
が
混
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
居
付
地
主
が
複
数
の
屋
敷
地
を
所
持
し

た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
元
禄
一

O
年
頃
は
居
付
地
主
の
占
め
る
割
合
が
依
然
と
し
て
高
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
通
り
、

一
七
世
紀
中
頃
の
深
川
猟
師
町
及
び
そ
の
周
辺
に
は
多
く
の
武
家
の
蔵
屋
敷
が
存
在
し
、

買
が
少
な
か
ら
ず
行
わ
れ
、
元
禄
一

O
年
に
は
武
家
・
名
主
・
町
人
な
ど
の
様
々
な
人
々
が
、
深
川
猟
師
町
の
土
地
を
所
持
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
享
保
九
年
の
漁
船
所
持
者
と
同
じ
名
前
の
名
請
人
が
一
一
名
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
ら
の

一
七
世
紀
後
半
頃
に
は
土
地
の
売

一
一
名
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
人
物
、
あ
る
い
は
襲
名
し
た
親
子
関
係
に
あ
る
者
と
す
る
な
ら
ば
、
名
請
人
の
中
に
は
享
保
九
年
の
船
主
と
は
襲
名

関
係
に
な
い
親
達
も
含
ま
れ
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
元
禄
一

O
年
当
時
の
土
地
所
持
者
の
中
に
は
、
一
一
名
以
上
の
漁
船

を
所
持
す
る
漁
師
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
、
当
時
は
漁
師
以
外
の
者
も
土
地
を
所
持
し
て
お
り
、
漁
師
の
手
か
ら
土
地

が
離
れ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
享
保
九
年
に
漁
船
を
所
持
し
て
い
た
名
請
人
で
あ
る
佐
賀
町
の

(
鎗
)

仁
兵
衛
と
茂
右
衛
門
が
、
宝
暦
一

O
年
(
一
七
六
O
)

に
は
同
じ
土
地
の
家
守
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
が
元
禄
一

O
年
以
降
の
あ
る
時
点
で
土

地
を
手
放
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
か
ら
も
、
同
様
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
よ
り
、
起
立
当
初
土
地
を
所
持
し
て
い
た
漁
師

一
七
世
紀
の
早
い
段
階
か
ら
土
地
を
手
放
し
始
め
た
が
、
元
禄
一

O
年
頃
の
漁
師
と
土
地
所
持
者
は
完
全
に
分
離
す
る
に
は
至
っ
て
い

達
は
、

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

享
保
期
の
漁
船
と
漁
師

深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
起
立
当
初
か
ら
関
東
郡
代
役
所
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
が
、
享
保
九
年
に
川
船
役
所
の
極
印
が
打
た
れ
、
以
降
は
関
東

郡
代
役
所
(
寛
政
四
年
以
降
は
代
官
役
所
)
と
川
船
役
所
の
両
役
所
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
。
〔
史
料
1
〕
は
深
川
猟
師
町
の
漁
船
が
無
年
貢
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で
あ
る
理
由
を
、
名
主
達
が
関
東
郡
代
役
所
に
返
答
し
た
宝
暦
九
年
(
一
七
五
九
)

1
〕
に
沿
っ
て
深
川
猟
師
町
の
漁
船
に
関
す
る
事
実
関
係
を
検
証
す
る
。

(
鈎
)

一
O
月
付
け
の
書
付
の
一
部
で
あ
る
。
以
下
で
は
〔
史
料

〔
史
料
1
〕

一
、
猟
師
町
之
義
、
寛
永
六
己
巳
年
、
潮
除
提
之
外
猟
師
町
ニ
取
立
申
度
段
、
古
半
十
郎
〔
伊
奈
忠
治
(
引
用
者
注
)
〕
様
江
奉
願
候
処
、

願
之
通
被
仰
付
候
ニ
付
、
其
節
2
御
菜
御
肴
井
御
役
船
相
勤
申
候
ニ
付
、
猟
船
之
義
無
年
貢
ニ
而
御
座
候
処
、
貞
享
五
辰
年
中
、
川
船

(
禄
)

ニ
紛
敷
候
旨
ニ
而
、
当
御
役
所
〔
関
東
郡
代
役
所
(
引
用
者
注
)
〕
様
J
御
職
被
下
置
、
船
印
ニ
相
建
、
猟
業
仕
候
、
其
後
元
録
九

子
年
、
御
焼
印
札
ニ
相
成
、
宝
永
三
戊
年
中
、
右
御
焼
印
札
御
引
替
被
下
置
候
儀
ニ
御
座
候
処
、
享
保
九
辰
年
中
、
川
船
方
御
極
印

請
候
様
被
仰
付
、
猟
船
之
義
不
残
御
極
印
受
候
儀
相
成
申
候
、
尤
先
年
ハ
船
数
相
極
候
儀
も
無
御
座
候
処
、
川
船
方
御
極
印
受
候
節
、

町
々
船
数
高
等
相
極
候
様
奉
存
候

深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
、
起
立
以
来
江
戸
城
へ
の
魚
貝
類
の
上
納
な
ど
を
担
う
た
め
無
年
貢
船
で
あ
っ
た
。
一
方
、
川
船
と
は
川
で
貨
客
を

(ω) 

運
送
し
た
船
で
あ
る
が
、
江
戸
及
び
関
東
の
河
川
を
通
る
川
船
は
川
船
役
所
の
極
印
が
打
た
れ
、
役
銀
を
徴
収
さ
れ
た
。
延
宝
六
年
(
一
六
七

八
)
、
貞
享
四
年
(
一
六
八
七
)
、
元
禄
二
年
、
元
禄
九
年
(
一
六
九
六
)
、
そ
し
て
元
禄
一
五
年
(
一
七
O
二
)
に
、
川
船
役
所
に
よ
る
極
印

改
め
や
年
貢
・
役
銀
の
取
り
立
て
に
関
す
る
触
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
貞
享
五
年
(
一
六

八
八
)
に
職
、
元
禄
九
年
に
は
鑑
札
(
「
御
焼
印
札
」
)
が
関
東
郡
代
役
所
か
ら
与
え
ら
れ
た
。
享
保
九
年
六
月
に
深
川
猟
師
町
の
船
主
・
漁
師

惣
代
・
名
主
が
川
船
役
所
の
極
印
打
ち
の
免
除
を
求
め
た
訴
状
の
中
に
、
「
先
年
も
度
々
御
極
印
被
仰
付
候
得
共
、
右
之
段
申
上
、
御
焼
印
札

(
但
)

被
仰
付
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
貞
享
五
年
と
元
禄
九
年
に
川
船
役
所
の
極
印
を
受
け
る
こ
と
を
要
請
さ
れ

た
が
、
関
東
郡
代
役
所
の
峨
・
鑑
札
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
印
打
ち
は
免
除
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
享
保
五
1
六
年
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(
位
)

(
一
七
二

0
1
一
七
一
一
一
)
に
は
川
船
役
所
の
制
度
改
革
を
伴
う
大
規
模
な
極
印
改
め
が
行
わ
れ
、
こ
の
過
程
で
深
川
猟
師
町
の
漁
船
も
享
保

九
年
に
極
印
打
ち
が
義
務
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
川
船
役
所
は
船
に
か
か
る
年
貢
高
に
応
じ
て
、
守
・
文
・
立
・
全
・
言
の
極

印
を
定
め
て
い
た
が
、
〔
史
料
l
〕
に
付
さ
れ
た
下
札
に
は
「
本
文
ニ
有
之
川
舟
方
御
極
印
与
申
候
者
、
言
ノ
字
御
極
印
ニ
御
座
候
」
と
記
さ
れ

(
必
)

て
お
り
、
深
川
猟
師
町
の
漁
船
に
打
た
れ
た
極
印
は
無
年
貢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
一
言
ノ
字
」
の
極
印
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

〔
史
料
1
〕
に
は
、
こ
の
時
に
初
め
て
漁
船
高
が
決
め
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
宝
暦
二
一
年
(
一
七
六
二
)
三
月
二
六
日
付
け
の
「
(
無
年
貢
漁
船

(
H
H
)
 

調
査
書
)
」
(
後
述
)
に
は
「
猟
船
高
百
六
拾
九
般
」
と
あ
り
、
深
川
猟
師
町
の
漁
船
高
は
一
六
九
般
と
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

「
寛
永
録
』
に
は
、
一
六
九
般
の
漁
船
所
持
者
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
御
役
所
〔
関
東
郡
代
役
所
(
引
用
者
注
)
〕
御
帳
面
之
写
」
が
収
録

さ
れ
て
い
碍
o

こ
の
帳
面
は
明
和
八
年
(
一
七
七
二
に
関
東
郡
代
役
所
が
行
っ
た
船
主
改
め
の
台
帳
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
帳
面

の
写
し
に
続
け
て
以
下
の
但
し
書
き
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
紛
)

〔
史
料
2
〕

但
、
明
和
八
年
卯
四
月
廿
六
日
、
伊
奈
半
左
衛
門
様
御
役
所
石
母
弥
一
右
衛
門
殿
、
渡
辺
丹
下
殿
掛
、
右
船
主
名
前
印
形
致
候
様
被
仰
付

候
ニ
付
、
右
猟
舟
之
儀
者
上
ヶ
御
極
印
ニ
仕
、
当
時
壱
般
も
無
御
座
、
勿
論
名
前
之
者
無
之
、
当
時
家
主
名
前
ニ
而
印
形
仕
度
段
申
立
、

下
ヶ
札
ニ
致
し
、
当
時
名
前
相
認
印
形
い
た
し
、
同
五
月
九
日
藤
右
衛
門
、
新
兵
衛
、
助
之
丞
、
理
左
衛
門
〔
以
上
四
名
は
名
主
(
引
用

者
注
)
〕
罷
出
、
当
時
家
主
名
前
印
形
下
ヶ
札
御
役
所
御
帳
江
掛
差
上
、
熊
井
町
家
主
庄
兵
衛
猟
舟
所
持
相
続
ニ
付
、
御
帳
面
江
印
形
い
た
し

こ
こ
に
は
、
帳
面
に
記
さ
れ
た
漁
船
は
明
和
八
年
当
時
一
般
も
な
く
、
船
主
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
名
前
の
者
も
存
在
し
な
い
と
記
さ
れ
て

(
U
)
 

い
る
。
こ
れ
は
、
熊
井
町
の
家
守
(
「
家
主
」
)
庄
兵
衛
が
漁
船
を
相
続
し
て
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
通
り
、
明
和
八
年
に
漁
船

が
一
般
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
漁
船
は
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
存
在
し
て
も
、
帳
面
に
記
さ
れ
た
名
前
の
者
は
生

32 お茶の水史学 45号



存
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
持
す
る
漁
船
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
に
「
上
ケ
御
極
印
ニ
仕
」
と
あ
る
の
は
、
極

印
が
川
船
役
所
に
返
上
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
、
極
印
を
受
け
た
者
が
死
亡
或
い
は
何
ら
か
の
事
情
で
漁
船
を
手
放
し
た
際
に
、
そ
の
極
印
は
返

上
さ
れ
る
が
、
漁
船
を
相
続
し
た
者
の
名
前
で
新
た
に
極
印
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
帳
面
の
名
前
の
者
と
明
和
八
年
の
漁
船
所
持

者
が
一
致
し
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
列
。
そ
の
た
め
船
主
改
め
で
は
、
当
時
の
家
守
が
署
名
に
捺
印
を
添
え
た
下
札
を
帳
面
に
貼
付
し
た
。

こ
の
但
し
書
き
に
続
け
て
「
寛
永
録
』
に
収
録
さ
れ
た
熊
井
町
の
船
主
改
め
の
事
例
で
は
、
例
え
ば
「
舟
主
伊
兵
衛
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
に
は

(ω) 

「
伊
兵
衛
舟
株
孫
兵
衛
印
」
と
記
さ
れ
た
下
札
が
貼
付
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
帳
面
に
記
さ
れ
た
船
主
の
名
前
が
船
株
の
名
前
と
な
り
、

船
株
は
家
守
の
名
義
で
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
の
船
主
改
め
の
経
緯
よ
り
、
「
御
役
所
御
帳
面
之
写
」
に
記
さ
れ
た
名
前
の
者
は
明
和
八
年
以
前
に
川
船
役
所
か
ら
極
印
を
受
け
た
者

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
帳
面
の
作
成
年
代
は
明
記
さ
れ
て
な
い
が
、
深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
享
保
九
年
に
川
船
役
所
の
極
印
を
受
け
た

こ
と
、
及
び
こ
の
時
に
極
印
を
受
け
た
一
六
九
般
が
以
後
の
深
川
猟
師
町
の
漁
船
数
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
帳
面
は
享
保
九
年
当
時

の
船
主
名
が
記
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
享
保
九
年
九
月
に
赤
貝
船
に
対
す
る
極
印
打
ち
の
免
除
を
訴
え
た
訴

状
の
署
名
に
見
ら
れ
る
漁
師
惣
代
の
名
前
例
)
、
す
べ
て
こ
の
帳
面
の
船
主
の
名
前
の
中
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

な
お
一
六
九
般
の
漁
船
高
は
明
和
八
年
以
降
一
六
九
株
の
船
株
と
し
て
、
そ
の
数
が
維
持
さ
れ
た
が
、
実
際
の
操
業
漁
船
数
が
一
六
九
般
存

在
し
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
寛
永
録
』
に
は
、
深
川
猟
師
町
の
名
主
達
が
作
成
し
た
宝
暦
二
一
年
三
月
二
六
日
付
け
の
「
(
無
年
貢
漁
船
調

(
日
)

査
書
)
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
調
査
書
か
ら
宝
暦
二
一
年
に
は
「
当
時
有
之
猟
船
」
が
黒
江
町
の
二
一
般
と
大
島
町
の
七
五
般
の
計

(

位

)

(

々

脱

力

)

八
七
般
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
残
り
の
八
二
般
に
つ
い
て
は
、
「
先
年
段
上
ケ
御
極
印
ニ
仕
、
壱
般
も
無
御
座
候
処
」
な
ど
と
記
さ
れ

て
お
り
、
川
船
役
所
の
極
印
が
返
上
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

)
O

こ
の
書
上
に
記
さ
れ
た
「
当
時
有
之
猟
船
」
の
「
持
主
名
前
」
に
は
、
先

に
触
れ
た
熊
井
町
の
庄
兵
衛
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
庄
兵
衛
は
三
般
の
漁
船
を
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
「
当
時
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有
之
猟
船
」
に
計
上
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
当
時
有
之
猟
船
」
と
は
実
際

に
操
業
さ
れ
て
い
た
漁
船
を
指
し
、
庄
兵
衛
の
漁
船
は
極
印
を
返
上
し
て
操
業
を
停
止

し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
よ
っ
て
宝
暦
二
一
年
の
操
業
漁
船
数
は
八
七
般
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。
相
川
町
の
九
兵
衛
の
漁
船
に
つ
い
て
は

「
当
三
月
上
御
極
印
ニ
仕
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
宝
暦
一
二
年
三
月
に
極
印
が
返
上
さ
れ
て
操
業
が
停
止
さ
れ
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
、
操
業
漁
船
が
存
在
す
る
町
は
大
島
町
と
黒
江
町
の
み
に
な
っ
た
。
既
述

の
通
り
九
年
後
の
明
和
八
年
に
深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
株
化
し
た
が
、
そ
の
時
に
は
既

に
船
株
数
と
操
業
漁
船
数
は
大
き
く
語
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

〔表
2
〕
は
以
上
の
史
料
解
釈
に
基
づ
い
て

「
御
役
所
御
帳
面
之
写
」
な
ど

か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
こ
の
表
を
も
と
に
享
保
九
年
の
漁
船
所
持

者
の
分
析
を
行
う
。
第
一
に
、
享
保
九
年
の
深
川
猟
師
町
で
は
九
五
名
の
者
が
一
六
九

般
の
漁
船
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
漁
船
所
持
者
の
中
に
は
、

当
時
の
深
川
猟
師
町
の
す
べ
て
の
漁
師
惣
代
が
含
ま
れ
て
お
り
、
大
島
町
の
久
右
衛
門

の
よ
う
に
九
般
の
漁
船
を
一
手
に
集
積
し
た
漁
師
惣
代
も
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
こ
れ
は
、
享
保
九
年
の
漁
師
の
中
に
漁
船
所
持
者
が
存
在
し
た
こ
と
、
及
び
当
時

の
漁
師
惣
代
は
漁
船
を
所
持
・
集
積
す
る
経
済
力
を
有
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
佐
賀
町
の
漁
師
惣
代
の
五
郎
左
衛
門
は
、
元
禄
二
二
年
(
一
七
O

(

弘

)

(

日

)

O
)
に
は
「
年
寄
」
、
宝
永
元
年
(
一
七
O
四
)
に
は
「
町
人
惣
名
代
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
漁
師
の
代
表
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
佐
賀
町
の
中
で
も
有
力
な
存

表 2
出典:I武蔵国葛飾郡猟師町検地水帳J(~寛永録』壱、 16-54頁)

「御役所御帳面之写(船主書上)J (~寛永録』三、 70-87頁)
.漁師惣代:享保9年「乍恐以書付申上候(赤貝船川船役所極印受御免願)J 

(~寛永録』弐、 62-64頁)
・五郎左衛門(月行事):享保10年(1725)I奉願定免之事」

(~寛永録』弐、 64-67頁)
-徳兵衛/庄兵衛(月行事):延享4年(1747)I乍恐以書付申上候(朝鮮人来朝人馬役御尋に付き)J 

(~寛永録』三、 29-35頁)
-仁兵衛/茂右衛門(家守):宝暦10年(1760)I深川佐賀町惣絵図J

(東京都立中央図書館所蔵、東京誌料0472-32)
-善右衛門(月行事):安永7年(1778)I乍恐以書付泰願上候(助郷代役御免願)J 

(~寛永録』三、 94-97頁)
-清左衛門(月行事):天明8年(1788)I乍恐以書付奉願上候(名主忠太郎支配付に付き)J
(~寛永録』四、 12-13頁)

(注1)0・@は元禄10年の検地帳に同名の名請人が確認される者(0はl筆、@は2筆)0 [表1)参照。
(注2)・は享保9年に漁師惣代であった者。
(注3)女は月行事・家守と同名の者が確認される者(年代は出典を参照)。
(注4)番号は作成者が便宜上つけたものであり、〔表3)の番号と対応する。
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〔表2]享保9年(1724)の船主

町名 船主 員里 町名 船主 般 番号

佐2賀2般町
O • * 五郎左衛門 3 

源左衛門 2 
大島町 • 久右衛門 9 1-9 
90胆 清兵衛 81 10-17 

ヲ貨 徳兵衛 2 • 文右衛門 61 18-23 
勘右衛門 九郎兵衛 51 24-28 

O 権右衛門 利右衛門 51 29-33 
善兵衛 l 庄次郎 51 34-38 

O 甚兵衛 I 与四兵衛 51 39-43 
O 七兵衛 1 市郎右衛門 41 44-47 

八郎左衛門 • 平兵衛 41 48-51 
伊左衛門 l 惣兵衛 31 52-54 
八右衛門 1 善兵衛 31 55-571 
喜右衛門 太兵衛 31 58-601 
伝左衛門 勘三郎 21 61・62

O * 仁兵衛 権之助 21 63・64
O * 茂右衛門 l 吉左衛門 21 65・661

仁右衛門 六右衛門 21 67・68
茂兵衛 長兵衛 2169・70
半兵衛 忠右衛門 21 71・72

小言十 22 善右衛門 l 73 
相川町 権右衛門 21 長九郎 74 
17般 嘉兵衛 2 勘太 1 75 

九兵衛 2 宇兵衛 l 76 
O 三郎兵衛 次右衛門 l 77 • 六郎兵衛 権七 1 78 

八兵衛 11 五郎左衛門 l 79 
九郎右衛門 l 次郎左衛門 80 

ヲ崎 善右衛門 O 五兵衛 l 81 
忠左衛門 六郎兵衛 82 
七郎兵衛 嘉兵衛 l 83 
四郎兵衛 七兵衛 84 
金右衛門 四郎兵衛 85 
佐平治 伝兵衛 I 86 
五郎兵衛 与兵衛 87 

小言十 17 三左衛門 l 88 

熊井町 権左衛門 3 伊兵衛 1 89 
19般 ヲ貨 庄兵衛 3 孫=郎 l 90 

伊兵衛 2 
清十郎 2 小計 90 。 七左衛門 2 
1台兵衛 2 

黒江町 • 権市右兵衛衛門 3 1-3 
20般 2 4'5 • 仁兵衛 O • 次右衛門 2 6'7 

源八 喜兵衛 2 8'9 
久三郎 仁右衛門 l 10 
長四郎 l 忠次郎 1 11 
庄太郎 伝十郎 l 12 

小計 19 善太郎 l 13 

富1吉般町 O・女清左衛門 弥兵衛 l 14 
庄三郎 1 15 

小言十 l 小兵衛 l 16 
作兵衛 l 17 
太郎兵衛 1 18 
五兵衛 l 19 
五右衛門 l 20 

小言十 20 

漁船数 169盟
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在
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

第
二
に
は
、
享
保
九
年
の
漁
船
所
持
者
の
中
に
、
佐
賀
町
の
五
郎
左
衛
門
・
徳
兵
衛
、
相
川
町
の
善
右
衛
門
、
熊
井
町
の
庄
兵
衛
、
そ
し
て

富
士
口
町
の
清
左
衛
門
の
よ
う
に
、
月
行
事
を
勤
め
た
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
碍
o

延
享
四
年
(
一
七
四
七
)
に
月
行
事
を
勤
め
た
佐

賀
町
の
徳
兵
衛
は
、
寛
延
二
年
(
一
七
四
九
)
四
月
五
日
に
町
内
の
屋
敷
地
が
高
間
伝
兵
衛
か
ら
三
井
次
郎
右
衛
門
に
売
却
さ
れ
た
時
の
泊
券

(
貯
)

状
に
、
五
人
組
の
一
人
と
し
て
署
名
・
押
印
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
宝
暦
四
年
(
一
七
五
四
)
に
は
三
井
家
が
所
持
す
る
土
地
の
家
守
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
碍
o

同
じ
く
延
享
四
年
に
月
行
事
を
勤
め
た
熊
井
町
の
庄
兵
衛
は
、
〔
史
料
2
〕
よ
り
明
和
八
年
当
時
は
漁
船
を
相
続
し

て
所
持
し
て
い
た
家
守
で
あ
り
、
天
明
八
年
に
富
吉
町
の
月
行
事
を
勤
め
た
清
左
衛
門
は
、
同
年
に
同
町
の
「
家
主
共
惣
代
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
明
す
時
o

以
上
よ
り
、
月
行
事
を
勤
め
た
者
の
多
く
は
家
守
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
通
り
佐
賀
町
の
仁
兵
衛
・
茂
右
衛
門
が

宝
暦
一

O
年
に
は
家
守
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
享
保
九
年
の
漁
船
所
持
者
の
中
に
家
守
あ
る
い
は
後
に
家
守
と
な
っ

た
者
が
存
在
し
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
佐
賀
町
の
五
郎
左
衛
門
・
仁
兵
衛
・
茂
右
衛
門
、
及
び
富
吉
町
の
清
左
衛
門
は
、
元

禄
一

O
年
に
は
土
地
を
所
持
し
て
お
り
、
い
つ
の
時
点
で
土
地
を
手
放
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
漁
師
と
土
地
所
持
者
が
希
離
す
る
傾
向
に

あ
っ
た
こ
と
は
前
章
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
享
保
九
年
時
点
で
は
彼
ら
は
依
然
と
し
て
土
地
を
所
持
す
る
居
付
地
主
で
あ
っ
た
可
能
性

(ω) 

が
あ
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
く
。

他
方
、
先
に
触
れ
た
享
保
九
年
六
月
付
け
の
漁
船
へ
の
極
印
打
ち
の
免
除
を
求
め
た
訴
状
の
中
に
は
、
以
下
の
一
条
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)

〔
史
料
3
〕

一
、
右
猟
船
之
儀
、
川
舟
之
働
与
違
、
日
並
ニ
寄
、
一
月
十
日
廿
日
之
猟
も
仕
候
ニ
付
、
御
極
印
請
申
候
而
者
、
破
船
之
節
度
々
川
船
御

役
所
井
御
前
様
〔
関
東
郡
代
(
引
用
者
注
)
〕
両
御
懸
り
ニ
罷
成
候
而
者
、
御
訴
其
上
年
々
通
手
形
御
書
替
等
ニ
付
、
猟
船
持
御
役
所
江

罷
出
候
得
者
、
乗
合
猟
師
井
売
子
等
迄
商
売
相
止
申
候
故
、
末
々
大
勢
之
難
儀
ニ
罷
成
、
迷
惑
奉
存
候
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こ
こ
に
は
、
川
船
役
所
の
極
印
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
破
船
の
届
出
や
通
手
形
の
書
替
な
ど
の
た
め
に
、
船
主
(
「
猟
船
持
」
)
は
関
東
郡

代
役
所
と
川
船
役
所
の
両
方
に
出
向
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
「
乗
合
猟
師
」
・
「
売
子
」
は
商
売
が
で
き
ず
、
「
末
々
大
勢
」
の
難
儀
に
な
る

と
あ
る
。
こ
の
一
条
よ
り
、
自
身
は
漁
船
を
持
た
ず
、
他
の
船
主
の
漁
船
に
乗
り
込
ん
で
漁
を
行
う
漁
師
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
享

保
九
年
の
漁
師
達
の
聞
に
は
、
漁
船
を
所
持
・
集
積
す
る
経
済
力
を
有
し
た
漁
師
か
ら
、
漁
船
を
所
持
し
な
い
零
細
な
漁
師
ま
で
、
経
済
的
な

格
差
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

安
永
期
の
漁
船
と
漁
師

深
川
猟
師
町
で
は
安
永
九
年
に
船
株
譲
渡
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
以
前
は
船
主
の
中
で
漁
船
の
所
持
が
困
難
に
な
っ
た
者
が
存
在
し
て
も
、
船

株
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
安
永
八
年
に
船
主
が
同
じ
町
内
の
者
へ
船
株
を
譲
渡
し
、
船
株
の
名
前
を
譲
り
受
け
た

(
位
)

者
の
名
前
に
す
る
こ
と
が
公
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
寛
永
録
』
に
は
大
島
町
・
黒
江
町
の
名
主
助
之
丞
が
関
東
郡
代
役
所
に
宛
て
た
、
安
永

(
臼
)

九
年
一
一
月
付
け
の
船
株
譲
渡
の
許
可
を
求
め
る
願
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
願
書
に
は
七
五
般
分
の
譲
渡
前
と
譲
渡
後
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
時
、
そ
の
末
文
に
は
、
「
右
之
通
猟
船
持
主
名
前
改
、
井
猟
船
持
兼
候
者
共
、
同
町
之
者
共
江
舟
株
譲
り
渡
、
己
来
譲
り
請
候
者
共
名
前

ニ
而
、
川
船
御
役
所
御
極
印
奉
請
度
、
舟
持
共
一
同
奉
願
上
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
七
五
般
分
の
船
株
は
「
舟
持
共
一
同
」
が
所
持
す
る
操

業
漁
船
の
船
株
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
願
書
に
お
け
る
漁
船
一
般
ご
と
の
名
前
の
記
載
方
法
は
、
「
伝
兵
衛
名
改
久
五
郎
」
と
い
う

方
法
と
「
譲
渡
元
舟
主
権
之
助
譲
受
当
舟
主
文
四
郎
」
と
い
う
方
法
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
前
者
は
「
猟
船
持
主
名
前
改
」
、
後
者
は
「
猟

船
持
兼
候
者
共
、
同
町
之
者
共
江
舟
株
譲
り
渡
」
し
た
場
合
の
記
載
方
法
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
既
述
の
通
り
明
和
八
年
の
時
点
で
、

享
保
九
年
の
船
主
の
名
前
は
船
株
の
名
前
と
な
っ
た
が
、
こ
の
願
書
に
お
け
る
前
者
の
伝
兵
衛
と
後
者
の
権
之
助
に
つ
い
て
も
、
享
保
九
年
の
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船
主
の
名
前
と
一
致
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

(
前
者
は
〔
表
2
〕
の
番
号
邸
、
後
者
は
臼
)
、
両
者
は
享
保
九
年
の
船
主
の
名
前
に
由
来
す
る

船
株
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
の
久
五
郎
は
以
前
か
ら
伝
兵
衛
船
株
の
漁
船
を
所
持
し
て
お
り
、
船
株
の
名
前
を
伝
兵
衛
か
ら
自
分
の

名
前
に
改
め
た
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
漁
船
の
売
買
に
よ
る
船
株
の
移
動
は
な
く
、
久
五
郎
は
伝
兵
衛
の
漁
船
を
相
続
し
て
所
持
し
た
子
孫

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
文
四
郎
は
、
権
之
助
或
い
は
そ
の
子
孫
が
売
却
し
た
漁
船
を
取
得
し
、
船
株
の
名
前
も
自
分
の
名
前
に
改

(

何

回

)

め
た
と
理
解
で
き
、
漁
船
の
売
買
に
よ
っ
て
船
株
が
移
動
し
た
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

〔表
3
〕
は
以
上
の
史
料
解
釈
に
基
づ
い
て
、
こ
の
願
書
な
ど
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
〔
表
3
〕
よ
り
、
安
永
九
年
の
深
川
猟
師
町

で
は
四
四
名
の
者
が
七
五
般
の
漁
船
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
享
保
九
年
と
比
較
す
る
と
、
漁
船
数
も
漁
船
所
持
者
数
も
大
幅
に
減

少
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
漁
船
数
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
通
り
宝
暦
二
一
年
の
時
点
で
八
七
般
ま
で
減
少
し
た
が
、
寛
政
一
一
年
(
一
七

(
侃
)

九
九
)
四
月
に
大
島
町
・
黒
江
町
の
名
主
助
之
丞
が
代
官
所
に
宛
て
た
と
考
え
ら
れ
る
書
付
に
は
「
一
、
無
年
貢
猟
船
六
拾
八
般
」
と
あ
り
、

(

門

別

)

漁
船
数
は
安
永
九
年
以
降
も
減
少
し
続
け
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
七
五
般
分
の
操
業
漁
船
の
船
株
の
中
で
、
享
保
九
年
以
来
相
続
さ
れ
て
き
た
漁
船
の
船
株
は
、
大
島
町
の
一
七
般
と
黒
江
町
の
九

般
の
計
二
六
般
分
で
あ
り
、
残
り
の
四
九
般
分
に
つ
い
て
は
、
漁
船
の
売
買
を
通
し
て
船
株
が
移
動
し
た
。
多
く
の
漁
船
が
売
買
さ
れ
、
享
保

九
年
に
漁
船
を
所
持
し
た
者
及
び
そ
の
子
孫
の
多
く
か
ら
、
漁
船
の
所
持
が
離
れ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
う
し
て
売
り
に
出
さ
れ
た
漁
船

は
、
大
島
町
の
源
太
郎
が
八
般
、
藤
兵
衛
が
五
般
を
取
得
し
た
ほ
か
は
、
多
く
は
一
般
か
ら
二
般
規
模
の
小
規
模
な
船
主
に
所
持
さ
れ
た
。

〔表
4
〕
は
深
川
猟
師
町
の
漁
師
惣
代
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
船
株
譲
渡
が
行
わ
れ
た
前
後
の
安
永
八
年
・
天
明
二
年
の
漁
師
惣
代
の

中
に
、
漁
船
を
集
積
し
た
源
太
郎
・
藤
兵
衛
の
名
前
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
小
規
模
な
漁
船
所
持
者
の
中
に
も
漁
師
惣
代
は
存
在
し
な
い

(
悌
)

こ
と
が
判
明
す
る
。
す
べ
て
の
漁
師
惣
代
が
漁
船
所
持
者
で
あ
り
、
多
く
の
漁
船
を
集
積
し
た
漁
師
惣
代
が
存
在
し
た
享
保
九
年
と
は
、
状
況

が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

漁
師
惣
代
が
漁
船
を
所
持
し
な
く
な
っ
た
以
上
、
ほ
か
の
漁
師
達
の
多
く
も
漁
船
の
所
持
か
ら
離
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
安
永

38 45号お茶の水史学



〔表3)安永9年(I780)の船株務持者

大島町
船株所持者 始株
名前 数 船株名 数 番号

源太郎 11 • 久右衛門 3 1・2・3
O 手lj者事転向 2 29・30
O 平兵衛 2 48・49。吉右衛門 1 
O 市部右衛門 1 44 
O 九兵衛 l (24) 
o 与館部 1 

臆兵衛 81. i青兵衛 31 10・11・12
O 与四郎 1 
O 平兵衛 1 50 
O 

源久者三鑑郎円O 2 4・5
伊兵衛 310 利布衛門 I 31 

O 文九右兵衛衛門 1 18 
ひ 1 (25) 

平右衛門 2'. 宇兵衛 1 76 
O i苛主将鎮宰 1 51 

嘉平治 21. 
吉久左お衛衛門門

65 
O 6 

忠兵衛 21. 嘉庄よE為K替郎寄 1 83 
O 1 34 

五平治 21. 
長庄九次部郎

1 74 
O 1 35 

仁兵衛 2・i南惣j共布衛指門
l 52 

O 1 32 
伝四郎 210 |勘文布平衛部門 19 

O l 61 
甚兵衛 210 庄文右次郎衛門

1 20 
O 1 36 

久五郎 11. 伝兵衛 1 86 
市右衛門 1'. 権七 1 78 
九十蕗 11. 六右犠問 1 67 
宇兵衛 1・ 伊兵衛 l 89 
|安右衛門 11. 五兵衛 1 81 
司書そ F子鍾FF 11. 勘太 1 75 
文四郎 110 権二ケ助 1 63 
主筆兵欝 110 市部 言種開 45 
F右衛門 110 利おf旨r~ 33 
*兵衛 110 久者;百円 1 7 
?右構内 110 太共wi 1 58 

畏次良日 110 庄(j;::良E l 37 
a兵第 110 a孜委E 1 38 
理平治 110 九兵衛 (26) 
座開郎 110 吉兵衛
|清五郎 110 与器 走者奇 1 39 
与平治 110 文指衛F 21 
長右鑑内 110 善共禽 l 55 
豊四郎 110 j青共衛 1 13 
久次郎 110 九兵衛 1 (27) 
伊右構内 110 i勘一部 1 62 
1L兵衛 110 市郎右衛門 1 46 

言f58 護十 58 

39 深川猟師町の漁師

* 

* 
* 

* 

本

* 

* 
ヲー

ホ

* 

* 

黒江町
船株所持者 船機
名前 数 船株名 数 番号

半七 3・ 伝十郎 1 12 
o 市称右兵鶴衛湾 1 1 
O 1 14 

清在街門 21. 
忠市右次郎衛門

1 11 
O 1 2 

平右衛門 2'. 擢小兵王主櫛鑑
l 16 

O l 41 ~ド

弥共衛 210 持兵f託 2 51 * 
清兵衛 11. 丘fEヰ 1 8 
長七 1・ に部 も衛 1 18 

語許i• 作兵 1 1 17 • 五富 震F号 l 20 • 仁古 百円 1 10 
j青 [衛可 1・ 五兵t首 1 19 
1膏.11-:部 110 抗.{:I: ~r守 1 6 
喜八 110 次右衛門 1 7女

計 17 量十 17 

出典:r乍秒以書付奉願上候(船株譲糠願;
ザ寛永録J三、 122-132頁〉

-安右衛門:安永7年(1778)
fノド恐以議寄付泰頗上{決(勢郷代役{録免顕
(W寛永録J三、 94-97貰)

-嘉兵衛/事八:寛政元年(I789)
f守三恐以護寄付申上{戻{欝ノ学船御莱締用i
(W寛永鎌』四、 22-25貰)

(注目・は相続漁船の船株、 0は売買告と経
の船株であること合示す。
{注2)女は月行事と需名の者が確認される司
は出典を委主照)。
{詮3)番号は作或者が便宜上つけたものでi

の番号と対応する。
(注4)*は〔表2)の船主に同名の者が確認i
もの、あるいは所持船{株)数があわえtしも〈
これらについては誤写であると考えられる。
{詮5)九兵籍については〔表2)の九郎兵衛
-28)に相当すると推定される。

ζ付き)J

楠船

年代

別表2)

れない
である。

番号24



{表4)糠JI(裁部需の漁蕗懇代

正1徳7144年
本保9年 安永8年 天明2年 弘化2年 弘化4年 事永元年

嘉1永8530年
勝応2年

1724 1779 1782 1845 1847 1848 1866 
清住町 一 一 一 一 一
佐賀町 五郎左衛門

利患右共衛事笹門 … 一 一

相川町 六郎兵衛 九郎右衛門 -佐平治 万吉 佐官 -政蔵
善右衛門

熊井町 仁兵衛 七記衛門 -勘七 新治郎 -松Ji郎 -長八
久郎

富吉町 務左衛門 清友衛門 … 一 } 

諾町 (仁兵衛) 一
大島町 文右衛門 イ云共衛 .:1襲五郎 幸次郎 -惣次郎

久右衛門 文右衛門
平兵衛

黒江町 1会お衛門 五共衛 -長田郎 } 一
市右衛門 喜兵衛

市右衛門 寅次郎

出典:ま密4年f正嬉器年準露地密J(昌文学研究資料舘史料鑓新憲、祭魚調文庫113離水産史料2321-861)
本保9年f乍恐以番付申上候(赤貝船川船役所極印受御免願}J(W寛永錬J弐、 62-64頁)
安永8年「乍恐以番付泰願上供(船株擁護願)J (W寛永録』之、 97-102頁)
天明2年f差上海一宇LZ事J(!F船橋漁業史~85-91頁)
弘化2年「櫛堀内投網猟一件(江戸深川佃島)J (祭魚桐文賦旧蔵水産史料2321-943)
弘化4年f乍恐以番付奉申上僕〈出水之欝衝!救絵揚用に付き)j (!F究永録j七、 80-83真)
嘉永元年f乍恐以書付泰申上候(海辺新回地先松平阿波守様拝借地に付き)J (!F寛永轍~七、 75-80貰)
嘉永3年f(漁業競障出入御裁許連判状)J (W寛永録』七、 102-111貰)
襲応2年f深JII様、場出入一件済口言正文J(祭魚漏文運転113蔵水産史料2321由 944)

(住1)ーは漁師憾代が不在であることそ示し、空欄は治、師完投代の存在の有無が不明であること告と示す。

(注2)・は底借と確認された者。
(注3)正締4年の市右衛門は探)11猟師町の漁師惣代とされているが、同史料には大島町と黒江町の名主助之
iEの署名が確組、され、市右衛門は大島町か黒江町居住である可能性が高い。
{法4)享保9年の海、欝懇{えは、史料上ではf猟欝代jとされている。
(住5)享保9年の仁兵衛は熊井町と諸町の漁師惣代とされているが、同年の熊井町の船主に仁兵衛が擁認さ

れることから、{二兵衛は熊井町居f主であると考えられる。
{注6)天明2年の佐平治は当時嬢いに付き、枠の藤次部が漁場争論裁許の連帯jに署名した。
(住7)弘化4年の寅次郎は深川猟師町の漁師惣代とされているが、同史料には当時相川町と消住町の名主で
あった新兵衛の署名が確認され、寅次蕗は相)11町岩住である可能性が高い。
(住8)慶応2年の長八は、深)11浜十三ヶ町の漁師惣代である。
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九
年
の
漁
船
所
持
者
は
い
か
な
る
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
、
多
く
の
漁
船
を
集
積
し
た
大
島
町
の
源
太
郎
と
藤
兵
衛
に
注
目
す
る
。
藤
兵
衛
は
清
兵
衛
船
株
の
三
般
の
漁
船
を
相
続
し
て
お
り
、

享
保
九
年
に
八
般
の
漁
船
を
集
積
し
た
清
兵
衛
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
藤
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
嘉
永
六
年
(
一
八
五
三
)
五
月
付

(
m
W
)
 

け
の
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
に
、
安
針
町
組
の
鮮
塩
干
肴
問
屋
と
し
て
深
川
大
島
町
虎
次
郎
地
借
の
大
野
屋
藤
兵
衛
が
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
一

二
年
(
一
八
七
九
)
二
月
二
四
日
に
深
川
区
の
漁
師
惣
代
が
東
京
府
知
事
に
提
出
し
た
旧
記
取
調
に
は
、
「
大
嶋
町
辰
右
衛
門
庖
漁
師
地
小
買

人
藤
兵
衛
義
、
往
古
J
右
町
住
居
、
下
総
国
検
見
川
赤
貝
仕
入
引
請
候
ニ
付
、
寛
永
年
中
両
御
丸
江
赤
貝
直
納
仕
、
剥
キ
人
御
台
所
え
差
出
候

義
有
之
側
」
と
あ
る
。
既
述
の
大
野
屋
藤
兵
衛
が
居
住
す
る
屋
敷
地
の
家
守
は
、
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
一
一
一
月
一
九
日
に
虎
次
郎
か
ら
辰

(
九
)

右
衛
門
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
漁
師
地
小
買
人
の
藤
兵
衛
は
大
野
屋
藤
兵
衛
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
旧
記
取
調
に
よ
れ
ば
、
大

野
屋
藤
兵
衛
の
先
祖
は
深
川
猟
師
町
の
起
立
当
初
か
ら
大
島
町
に
居
住
し
、
赤
貝
を
江
戸
城
に
上
納
し
た
漁
師
地
小
買
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て

(η) 

い
る
。
「
地
小
買
」
と
は
「
其
獲
ル
所
ノ
魚
貝
ヲ
買
集
メ
行
、
他
方
ニ
商
セ
シ
モ
ノ
」
の
こ
と
で
あ
り
、
大
野
屋
藤
兵
衛
の
先
祖
は
江
戸
城
へ

赤
貝
を
上
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
魚
貝
類
の
商
い
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
安
永
九
年
の

藤
兵
衛
の
先
祖
で
あ
る
清
兵
衛
は
、
享
保
九
年
の
時
点
で
八
般
の
漁
船
を
集
積
す
る
有
力
者
で
あ
り
な
が
ら
、
漁
師
惣
代
で
は
な
か
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
清
兵
衛
は
享
保
九
年
頃
に
は
既
に
魚
商
人
に
特
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
大
野
屋
藤
兵
衛
は
安
永
九
年
の
藤
兵

衛
の
名
前
を
襲
名
し
た
子
孫
に
あ
た
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
源
太
郎
は
久
右
衛
門
船
株
の
三
般
の
漁
船
を
相
続
し
て

お
り
、
享
保
九
年
の
漁
師
惣
代
の
久
右
衛
門
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
源
太
郎
に
つ
い
て
は
、
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
三
月
に
深

川
大
島
町
徳
兵
衛
地
借
の
源
太
郎
と
家
守
(
「
家
主
」
)
の
徳
兵
衛
と
五
人
組
の
半
次
郎
が
名
主
の
奥
印
を
添
え
て
本
所
御
掛
り
に
宛
て
た
書
付

に
、
「
寛
永
年
中
右
大
嶋
町
外
七
ヶ
町
町
場
新
開
相
成
候
頃
・
2
同
町
ニ
而
源
太
郎
義
貝
類
商
ひ
い
た
し
罷
在
、
此
者
手
広
ニ
渡
世
仕
候
ニ
付
、

蛎
者
勿
論
其
外
貝
類
御
賄
様
方
よ
り
源
太
郎
江
御
相
対
御
買
上
ケ
御
座
候
処
、
貝
類
之
内
蛎
之
義
者
別
而
同
人

2
相
納
候
品
御
風
味
茂
宜
敷
趣
、

御
郡
代
伊
奈
半
左
衛
門
様
江
御
賄
様
方
2
宝
永
之
度
御
懸
合
相
成
、
右
御
役
所
ニ
お
ゐ
て
、
以
来
源
太
郎
義
、
御
膳
御
用
蛎
納
方
仕
候
様
被
仰

深川猟師町の漁師41 



(η) 
付
」
と
あ
る
。
徳
兵
衛
地
借
の
源
太
郎
の
先
祖
は
起
立
当
初
か
ら
貝
類
の
商
い
を
行
っ
て
お
り
、
宝
永
期
よ
り
御
膳
御
用
の
蛎
を
上
納
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
安
政
期
に
は
「
御
膳
御
次
御
用
蛎
納
入
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
徳
兵
衛
地
借
の
源
太
郎
が
安
永
九

年
の
源
太
郎
の
名
前
を
襲
名
し
た
子
孫
で
あ
る
な
ら
ば
、
安
永
九
年
の
源
太
郎
の
先
祖
で
あ
る
久
右
衛
門
は
享
保
九
年
当
時
は
漁
師
惣
代
で
あ

り
、
久
右
衛
門
は
漁
業
を
営
み
な
が
ら
漁
獲
さ
れ
た
魚
貝
類
を
商
う
漁
師
地
小
買
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
享
保
九
年
以
降
商
い
に
特
化
し

た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
安
永
九
年
に
操
業
漁
船
の
船
株
を
集
積
し
た
源
太
郎
・
藤
兵
衛
は
、
魚
商
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
が
、
魚
商

人
が
漁
船
を
所
持
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
諸
問
屋
仲
間
の
再
興
に
際
し
て
本
船
町
他
三
町
の
元
肴
問
屋
惣
代
が
町
奉
行
所
に
提
出
し

た
嘉
永
五
年
(
一
八
五
二
)
九
月
朔
日
付
け
の
書
付
に
、
「
一
鉢
右
之
者
共
〔
深
川
・
築
地
の
魚
屋
(
引
用
者
注
)
〕
儀
ハ
、
元
来
同
所
漁
人
共

ニ
而
持
浦
・
仕
入
浜
等
更
ニ
無
之
、
日
々
致
漁
業
候
魚
ハ
、
四
組
問
屋
江
差
送
、
仕
切
代
金
請
取
、
目
ハ
藻
類
に
而
も
自
己
之
売
買
仕
間
敷
書
付

差
出
艶
」
と
あ
り
、
深
川
の
魚
商
人
は
元
来
漁
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
万
延
元
年
(
一
八
六
O
)

一
O
月
付
け
の
肴
役
所
取

締
役
名
主
共
に
よ
る
調
査
書
に
は
、
「
此
も
の
共
〔
吉
五
郎
他
三
名
の
深
川
の
魚
屋
(
引
用
者
注
)
〕
義
ハ
、
同
組
〔
本
船
町
組
(
引
用
者
注
)
〕

江
加
入
致
候
市
も
、
素

2
身
元
薄
ニ
而
、
仕
入
も
無
之
、
荷
請
も
不
致
由
候
得
共
、
銘
々
漁
船
所
持
罷
在
、
専
ら
沖
買
を
致
、
又
者
外
問
屋
共
仕

入
浦
等
江
罷
越
、
余
人
之
仕
入
荷
物
出
買
致
、
居
町
ニ
而
売
捌
候
由
ニ
御
座
係
)
」
と
あ
り
、
万
延
元
年
の
深
川
の
魚
商
人
の
中
に
は
、
自
身
が

所
持
す
る
漁
船
を
元
手
に
商
い
を
営
む
者
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

次
に
、
大
島
町
の
安
右
衛
門
・
嘉
兵
衛
と
黒
江
町
の
喜
八
が
、
安
永
七
年
(
一
七
七
八
)
あ
る
い
は
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
月
行
事
を

勤
め
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
既
述
の
通
り
月
行
事
を
勤
め
た
者
の
多
く
は
家
守
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
安
右
衛
門
ら
は
家
守
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
享
保
九
年
の
船
主
の
中
に
家
守
あ
る
い
は
後
に
家
守
と
な
っ
た
者
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る

が
、
明
和
八
年
の
船
主
改
め
の
時
に
も
家
守
の
名
前
で
船
株
数
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
安
永
九
年
の
漁
船
所
持
者
の

中
に
、
家
守
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。
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以
上
の
通
り
、
安
永
九
年
の
深
川
猟
師
町
で
は
漁
師
と
漁
船
所
持
者
は
誰
離
し
、
多
く
の
漁
船
は
魚
商
人
と
家
守
の
手
に
渡
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

お

わ

り

起
立
当
初
の
深
川
猟
師
町
の
漁
師
は
、
土
地
(
屋
敷
地
)
・
漁
船
を
所
持
し
て
い
た
。
土
地
に
つ
い
て
は
一
七
世
紀
の
早
い
段
階
か
ら
漁
師

と
土
地
所
持
者
が
希
離
を
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
元
禄
期
の
時
点
で
は
両
者
は
完
全
に
分
離
し
て
お
ら
ず
、
享
保
期
に
お
い
て
も
土
地
を

所
持
す
る
漁
師
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
が
完
全
に
分
離
す
る
の
は
享
保
期
以
降
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
漁
師
と
漁
船
所
持
者
の
希
離
は
、
土
地
所
持
者
と
の
希
離
に
遅
れ
て
始
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
享
保
期
に
お
け
る
漁

師
と
漁
船
所
持
者
の
多
く
は
未
分
離
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
漁
師
の
中
に
は
多
く
の
漁
船
を
集
積
し
た
者
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
安
永
期

に
は
大
半
の
漁
師
は
漁
船
の
所
持
か
ら
離
れ
、
漁
師
と
漁
船
所
持
者
は
誰
離
を
遂
げ
た
。
享
保
期
に
は
相
互
の
間
で
経
済
的
な
格
差
を
有
し
た

漁
師
達
は
、
安
永
期
に
は
漁
業
を
や
め
て
魚
商
人
・
家
守
に
特
化
し
た
者
と
、
漁
業
を
担
う
漁
師
と
に
分
解
し
、
こ
の
分
解
の
過
程
で
漁
船
は

魚
商
人
・
家
守
の
手
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。

享
保
期
に
は
深
川
猟
師
町
の
漁
船
は
川
船
役
所
の
極
印
打
ち
を
義
務
付
け
ら
れ
た
が
、
江
戸
城
で
消
費
さ
れ
る
魚
貝
類
を
幕
府
が
確
保
す
る

方
法
に
つ
い
て
も
、
享
保
期
以
降
、
深
川
猟
師
町
な
ど
の
御
菜
浦
に
よ
る
無
代
上
納
か
ら
、
魚
問
屋
を
通
じ
た
買
い
上
げ
に
重
点
が
移
さ
れ
、
享

(
初
)

保
七
年
(
一
七
二
二
)
に
は
御
菜
浦
に
よ
る
魚
貝
類
上
納
の
廃
止
が
企
図
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
内
湾
地
域
に
関
わ
る
幕

府
の
政
策
は
、
享
保
期
に
漁
師
の
特
権
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
へ
と
転
換
し
た
と
言
え
よ
う
。
深
川
猟
師
町
の
漁
師
達
の
分
解
が
す
す
み
、
漁
師
達

の
手
か
ら
土
地
・
漁
船
が
離
れ
て
ゆ
く
状
況
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
享
保
期
以
降
で
あ
り
、
深
川
猟
師
町
の
状
況
と
幕
府
の
政
策

が
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
深
川
猟
師
町
の
漁
師
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
享
保
期
を
境
に
大
き
く
変
容
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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+エzz岡(
1
)

「
深
川
猟
師
町
」
の
表
記
に
つ
い
て
、
『
御
府
内
備
考
」
巻
之
百

十
二
(
雄
山
閤
版
第
五
巻
、
二
0
0
0
年
、
七
八
1
七
九
頁
)
に
記

さ
れ
た
由
緒
書
に
「
漁
師
共
住
居
致
候
ニ
付
、
町
銘
深
川
猟
師
町
と

唱
」
と
あ
る
通
り
、
起
立
当
初
は
「
猟
」
が
使
用
さ
れ
、
本
稿
で
主

に
扱
う
『
寛
永
録
』
(
後
述
)
で
も
、
主
に
天
保
期
以
前
の
文
書
が

写
さ
れ
た
壱
1
五
巻
で
は
「
深
川
猟
師
町
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

天
保
期
以
降
の
六
・
七
巻
(
一
部
壱
巻
を
含
む
)
で
は
「
深
川
漁
師

町
」
の
表
記
が
多
く
な
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
「
漁
」
が
多
く
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
元
来
は
「
深
川

猟
師
町
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
「
深
川
猟
師
町
」
と
表

記
し
た
。
但
し
町
名
の
ほ
か
は
、
史
料
引
用
を
除
い
て
「
漁
」
で
統

一
表
記
し
た
。

(
2
)

前
掲

(
1
)
。

(
3
)

出
口
宏
幸
「
江
戸
近
郊
漁
村
に
関
す
る
一
考
察
l
深
川
猟
師
町

を
事
例
と
し
て
l

」
(
『
江
東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
一
九

九
O
年)。

(
4
)

由
緒
書
(
前
掲
(
1
)
)

な
ど
。
深
川
猟
師
町
と
同
様
に
江
戸

城
へ
魚
貝
類
を
上
納
す
る
漁
師
達
が
住
み
着
い
た
佃
島
に
つ
い
て

は
、
正
保
元
年
(
一
六
四
四
)
の
起
立
時
に
二
二
名
の
漁
師
達
が
土

地
(
屋
敷
地
)
を
所
持
し
た
と
さ
れ
る
由
緒
書
の
記
述
と
、
宝
永
七

年
(
一
七
一

O
)

に
作
成
さ
れ
た
「
佃
島
絵
図
」
の
屋
敷
割
の
在
り

方
が
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
(
古
田
悦
造

「
近
世
佃
島
に
お
け
る
集
落
形
態
の
一
考
察
」
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』

第
三
部
門
第
三
三
集
、
一
九
八
一
年
)
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る

な
ら
ば
、
起
立
当
初
の
深
川
猟
師
町
に
お
い
て
も
漁
師
達
が
土
地

(
屋
敷
地
)
を
所
持
し
た
可
能
性
は
高
い
と
言
え
よ
う
。

(
5
)

「
寛
永
録
』
壱
、
一
六
1
五
四
頁
。

(
6
)

出
口
論
文
(
前
掲
(

3

)

)

。

(
7
)

「
寛
永
録
」
壱
1
七
(
東
京
都
江
東
区
教
育
委
員
会
社
会
教
育

課
、
一
九
八
六
1
一
九
九
O
年
)
。
『
寛
永
録
』
は
検
地
帳
や
訴
状
・

願
書
な
ど
、
主
に
関
東
郡
代
(
寛
政
四
年
以
降
は
代
官
)
と
名
主
と

の
間
で
作
成
・
授
受
さ
れ
た
文
書
の
写
し
が
、
名
主
に
よ
る
記
録
と

と
も
に
、
基
本
的
に
は
編
年
で
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
寛
永

録
』
に
つ
い
て
は
「
解
題
」
(
『
寛
、
水
録
』
壱
、
一

1
二
頁
)
な
ど
に

詳
し
い
。
『
寛
永
録
」
の
ほ
か
に
相
川
新
兵
衛
家
に
伝
わ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
史
料
に
は
、
江
戸
の
町
方
社
会
の
中
で
作
成
・
授
受
さ
れ

た
文
書
の
写
し
が
収
録
さ
れ
た
『
重
宝
録
』
一

1
二
十
四
・
別
巻
二

冊
、
及
ぴ
町
触
・
浦
触
の
触
留
で
あ
る
『
(
御
触
町
触
諸
達
)
』
九
冊

が
あ
る
。
相
川
家
文
書
に
つ
い
て
は
「
第
二
期
解
題
」
(
「
江
戸
町
触

集
成
』
第
六
巻
、
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
ハ
1
一
七
頁
)
で
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
の
史
料
考
証
は
引
用
者
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
適
宜
句
点
を
加
え
た
。

(
8
)

羽
原
又
吉
「
旧
幕
封
建
期
に
お
け
る
江
戸
湾
漁
業
と
維
新
後
の

発
展
」
(
同
著
『
日
本
漁
業
経
済
史
』
中
巻
二
、
岩
波
書
庖
、
一
九

五
四
年
)
な
ど
。

(
9
)

『
寛
永
録
』
弐
、
五
八
1
六
一
頁
。

(
叩
)
「
差
上
・
甲
一
札
之
事
(
船
橋
村
猟
師
町
惣
代
奉
行
所
宛
請
書
)
」
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(
『
船
橋
漁
業
史
』
船
橋
市
経
済
部
農
水
産
課
、
一
九
七
四
年
、
八
五

l
九
一
頁
)
。
貝
ヶ
涛
に
つ
い
て
は
、
「
猫
実
堀
江
両
村
悪
水
落
涛
筋

有
之
、
貝
ヶ
涛
と
申
」
と
あ
る
。

(
日
)
「
寛
永
録
」
七
、
七
五
i
八
O
頁
。
年
代
は
正
確
に
は
嘉
永
元

年
で
あ
る
。

(
ロ
)
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
(
船
橋
村
猟
師
惣
代
名
主
奉
行

所
宛
訴
願
状
)
」
(
『
船
橋
漁
業
史
』
(
前
掲
(
叩
)
)
七
0
1
七
四
頁
)
。

「
お
ち
の
み
よ
」
(
落
之
涛
)
に
つ
い
て
、
勘
定
奉
行
所
が
仕
立
て
葛

西
漁
場
村
々
・
行
徳
漁
場
村
々
・
船
橋
村
が
連
印
し
た
と
考
え
ら
れ

る
絵
図
面
の
天
明
三
年
(
一
七
八
三
)
六
月
付
け
の
写
し
に
は
、
船

橋
村
前
の
湾
筋
が
「
舟
橋
み
を
」
、
高
谷
村
前
の
湾
筋
が
「
高
谷
湾
」

と
さ
れ
、
両
者
が
合
流
し
た
湾
が
「
落
の
湾
」
と
さ
れ
て
い
る

(
「
(
船
橋
浦
絵
図
)
」
『
船
橋
漁
業
史
」
に
収
録
さ
れ
た
読
み
と
り
図

に
よ
る
。
〔
図
2
〕
参
照
)
。

(
日
)
但
し
、
文
政
二
年
(
一
八
一
九
)
四
月
に
江
戸
の
四
組
魚
問
屋

の
行
事
が
肴
役
所
に
宛
て
た
書
付
に
は
、
「
江
戸
前
と
唱
へ
候
場
所

は
、
西
の
方
武
州
品
川
洲
崎
一
番
の
棒
杭
と
申
場
所
、
羽
根
田
海
よ

り
江
戸
前
海
へ
入
口
に
御
座
候
、
東
の
方
武
州
深
川
洲
崎
松
棒
杭
と

申
場
所
、
下
総
海
よ
り
江
戸
海
へ
入
口
に
御
座
候
、
右
壱
香
棒
杭
と

松
棒
杭
を
見
切
に
致
し
、
夫
よ
り
内
を
江
戸
前
海
と
、
古
来
よ
り
唱

へ
来
り
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
(
「
日
本
橋
魚
市
場
沿
革
紀
要
」
上

巻
「
徳
川
時
代
商
業
叢
書
』
第
一
、
名
著
刊
行
会
、
一
九
六
五
年
、

四
一
九
1
四
二
O
頁
口
こ
の
点
に
つ
い
て
は
吉
田
伸
之
「
芝
金
杉
町

組
魚
問
屋
仲
間
と
雑
魚
場
」
同
著
『
巨
大
城
下
町
江
戸
の
分
節
構
造
』

(
山
川
出
版
社
、
二

0
0
0
年
)
を
参
照
)
。
「
武
州
品
川
洲
崎
一
番

の
棒
杭
」
は
羽
田
浦
と
江
戸
前
の
境
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
之
涛
杭

跡
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
深
川
洲
崎
松
棒
杭
」
と
貝
ケ

湾
、
及
び
船
橋
浦
と
下
総
海
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
鰻

っ

き

じ

ふ

か

が

わ

り

や

う

ご

く

主

ど

ま

へ

じ

ゃ

、

つ

ひ

ん

は
「
築
地
、
深
川
、
両
国
辺
の
も
の
を
江
戸
前
と
い
ふ
上
品
な
り
」

と
さ
れ
て
お
り
(
「
魚
猟
手
引
」
天
保
五
年
(
一
八
三
四
)
序
、
東

京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
加
賀
文
庫
四
一
一
一

O
)
、
江
戸
前
の
呼

称
が
よ
り
限
定
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

(
U
)

『
重
宝
録
』
六
(
東
京
都
政
策
報
道
室
都
民
の
声
情
報
公
開
課

版
第
一
、
二

0
0
0
年
、
四
三
五
頁
)
。
な
お
「
伴
津
」
と
い
う

村
・
浦
名
は
確
認
さ
れ
な
い
。

(
日
)
以
下
の
笥
漁
に
関
す
る
記
述
・
史
料
引
用
は
、
『
寛
永
録
』
七
、

一
O
二
i
一
一
一
頁
に
よ
る
口

(
凶
)
以
下
の
漁
具
・
漁
法
に
関
す
る
記
述
は
、
主
に
明
治
二
三
年

(
一
八
九
O
)

三
月
に
東
京
府
農
商
課
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
東

京
府
管
内
水
産
図
説
」
巻
之
四
の
深
川
(
浦
)
の
項
(
「
旧
幕
封
建

期
に
於
け
る
江
戸
湾
漁
業
と
維
新
後
の
発
展
及
び
そ
の
史
料
』
第
二

巻
、
水
産
研
究
会
、
一
九
五
一
年
、
一
八
四
1
一
九
四
頁
)
に
よ
る
。

(
口
)
「
東
京
府
管
内
水
産
図
説
」
巻
之
二
の
地
引
網
の
項
に
、
黒
小

引
網
と
は
「
網
小
地
引
ニ
似
タ
レ
ト
モ
少
シ
ク
異
ナ
リ
、
蓋
小
地
引

ヲ
夜
中
ニ
使
用
ス
ル
ヲ
以
テ
黒
小
引
ト
称
ス
、
小
引
ト
ハ
小
地
引
ノ

略
語
ナ
リ
」
と
あ
る
(
前
掲
(
凶
)
九
頁
、
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
)
。

(
時
)
前
掲

(
9
)
。

(
印
)
『
寛
永
録
』
四
、
二
O
頁。
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(
却
)
『
寛
永
録
」
四
、
四
二
1
四
四
頁
。

(
幻
)
「
河
海
捕
魚
採
藻
漁
民
漁
具
取
調
書
」
(
『
回
議
録
(
明
治
一
六

年
)
』
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
、
府
明
E

明
一
六
八
八
)
。
『
回
議
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
佃
島
の
漁
師

と
周
辺
地
域
の
漁
師
と
の
漁
場
問
題
に
関
わ
る
史
料
の
多
く
は
、

『
佃
島
と
白
魚
漁
業
ー
そ
の
漁
場
紛
争
史
|
』
(
都
市
紀
要
二
十
六
、

東
京
都
、
一
九
七
八
年
)
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

(
沼
)
な
お
大
島
町
で
は
享
保
二
O
年
(
一
七
三
五
)
以
来
、
将
軍
の

御
成
先
で
の
上
覧
御
用
と
し
て
賛
引
網
漁
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
(
『
御
府
内
備
考
」
巻
之
百
十
四
(
前
掲

(
l
)

一
一
一
二
頁
)
)
。

賛
引
網
漁
は
七
0
1
八
O
名
の
漁
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
「
此

漁
ハ
他
漁
ノ
間
暇
ニ
施
行
シ
、
漁
業
中
ノ
玩
娯
ニ
属
ス
」
と
あ
り

(
前
掲
(
日
)
一
九
三
頁
)
、
日
常
の
漁
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
行
わ
れ
た

の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
お
)
『
寛
永
録
』
弐
、
六
頁
。

(
M
)

『
寛
永
録
』
弐
、
一

O
頁。

(
お
)
前
掲

(
5
)
。
検
地
が
実
施
さ
れ
た
の
は
元
禄
八
年
六
月
で
あ

り
、
「
検
地
帳
」
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
一
一
年
以
上
か
か
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
が
い
か
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
お
)
成
瀬
隼
人
正
が
清
住
町
で
名
請
し
た
二
九
歩
の
屋
敷
地
は
、

「
検
地
帳
」
に
は
「
河
岸
」
の
表
示
は
な
い
が
、
「
本
所
深
川
町
屋
鋪

寄
帳
」
(
後
掲
(
却
)
)
で
は
「
川
岸
地
面
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
河
岸
地
と
し
て
計
上
し
た
。
ま
た
名
請
人
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
町
で
確
認
さ
れ
た
同
じ
名
前
の
者
を
同
一
人
物
と
理
解
し
た
場

合
は
一
一
一
O
名
と
な
る
。
出
口
論
文
(
前
掲

(
3
)
)
で
は
名
請
人

は
一
五
二
名
と
さ
れ
、
『
江
東
区
史
』
上
巻
(
江
東
区
、
一
九
九
七

年
)
第
二
編
第
一
章
第
四
節
「
元
禄
検
地
と
町
並
地
」
(
並
木
克
央

氏
執
筆
)
で
は
名
請
人
は
一
一
九
名
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
者
で
は

富
吉
町
・
黒
江
町
の
名
請
人
が
一
名
ず
つ
余
分
に
計
上
さ
れ
、
後
者

で
は
黒
江
町
の
長
十
郎
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
「
肯
山
公
治
家
記
録
全
書
」
後
編
巻
之
八
十
七
(
「
仙
台
藩
史
料

大
成
伊
達
治
家
記
録
」
二
十
、
宝
文
堂
、
一
九
八
一
年
、
一
七
七
1

一
七
八
頁
)
。

(
お
)
曲
目
浩
和
「
元
禄
期
の
仙
台
藩
深
川
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
」
(
「
江

東
区
文
化
財
研
究
紀
要
』
第
十
号
、
一
九
九
九
年
)
。

(
却
)
以
上
の
前
田
家
の
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
の
記
述
・
史
料
引
用
は
、

「
本
所
深
川
町
屋
鋪
寄
帳
」
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
旧
幕
府
引
継

書
、
八
O
七
|
五
二
)
に
拠
る
。
こ
れ
は
元
禄
一
五
年
(
一
七
O
二
)

一
O
月
に
屋
敷
改
の
赤
井
六
兵
衛
と
瀧
川
清
右
衛
門
が
、
武
士
・
扶

持
人
の
所
持
す
る
屋
敷
地
を
ま
と
め
て
記
帳
し
た
も
の
で
あ
る
。
同

年
以
降
屋
敷
地
所
持
者
の
変
更
な
ど
が
あ
る
と
、
張
紙
が
付
さ
れ
て

お
り
、
引
用
箇
所
も
前
田
家
の
屋
敷
地
が
帳
消
さ
れ
た
時
の
張
紙
で

あ
る
。

(
却
)
『
集
約
江
戸
絵
図
』
上
巻
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
三

年
。
こ
れ
は
「
寛
文
江
戸
図
」
の
通
称
を
も
っ
五
枚
の
絵
図
の
内
の

第
二
図
で
あ
る
。

(
出
)
「
肯
山
公
治
家
記
録
全
書
」
後
編
巻
之
八
十
八
(
前
掲
(
幻
)

二
O
一百ハ)。
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(
位
)
『
江
戸
!
東
京
市
街
地
図
集
成
一
六
五
七

l
一
八
九
五
』
柏
書

房
、
一
九
八
八
年
。

(
お
)
「
東
邸
沿
革
図
譜
」
(
「
東
京
市
史
稿
」
市
街
篇
第
七
、
東
京
市
、

一九三一
O
年
、
四
一
五
1
四
一
七
頁
)
に
は
前
田
家
の
黒
江
町
の
蔵

屋
敷
に
つ
い
て
、
二
一
一
二
坪
と
三
二
O
坪
の
計
二
四
三
二
坪
の
土

地
が
明
暦
三
年
三
月
に
購
入
さ
れ
、
米
蔵
が
置
か
れ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
が
、
三
二
O
坪
の
屋
敷
地
に
つ
い
て
は
「
(
前
略
)
又
此
倉
第

ノ
旧
記
ニ
ハ
、
其
初
メ
慶
安
四
年
〔
一
六
五
一
年
(
引
用
者
注
)
〕

辛
卯
百
姓
地
ヲ
買
取
セ
、
承
応
三
年
〔
一
六
五
四
年
(
引
用
者
注
)
〕

甲
午
猟
師
町
ノ
内
町
並
御
屋
鋪
ト
為
ル
、
其
地
形
間
口
十
六
問
奥
ユ

キ
二
十
間
ト
也
、
明
暦
三
年
丁
酉
ヨ
リ
公
ノ
御
名
ニ
改
リ
、
万
治
元

年
〔
一
六
五
八
年
(
引
用
者
注
)
〕
戊
戊
ヨ
リ
此
所
ニ
始
テ
米
鹿
出

来
ト
ア
リ
」
と
注
釈
が
あ
り
、
米
蔵
を
建
て
る
た
め
に
土
地
が
購
入

さ
れ
た
の
は
慶
安
期
で
は
な
い
か
と
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
東
邸
沿
革
図
譜
」
と
「
本
所
深
川
町
屋
鋪
寄
帳
」
(
前
掲
(
却
)
)

の
坪
数
に
は
誤
差
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
寛
文
戊
申
〔
寛

文
八
年
(
一
六
六
八
年
・
引
用
者
注
)
〕
上
菓
ノ
数
ハ
、
両
許
併
テ

二
千
四
百
三
十
二
坪
ニ
テ
、
今
ノ
官
数
〔
宝
永
四
年
(
一
七
O
七
)

申
告
の
坪
数
(
引
用
者
注
)
〕
ト
ハ
二
百
三
十
六
坪
ノ
耗
閥
ア
リ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

(
泊
)
由
緒
書
(
前
掲
(
1
)
)

な
ど
。

(
お
)
『
寛
永
録
』
弐
、
一

O
頁
。
年
代
は
正
確
に
は
貞
享
五
年
で
あ
る
。

(
お
)
『
深
川
大
嶋
町
地
所
調
』
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
旧
幕
府
引

継
書
、
八
O
九
l

二
ハ
)
。
こ
れ
は
『
地
所
調
』
一

O
冊
の
中
の
一
冊

で
あ
る
。
『
深
川
大
嶋
町
地
所
調
』
の
表
紙
に
は
「
三
冊
之
内
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
一

O
冊
の
中
に
は
本
冊
と
後
掲
(
花
)
の
二
冊

の
み
が
確
認
さ
れ
、
残
る
一
冊
は
「
地
所
調
』
三
冊
(
同
八
O
九

|

一
O
)

に
あ
る
。
こ
の
二
反
歩
の
土
地
は
「
大
猷
院
様
〔
徳
川
家
光

(
引
用
者
注
)
〕
御
茶
屋
御
用
地
」
と
し
て
上
地
と
な
り
(
年
代
不
明
)
、

寛
文
二
年
(
一
六
六
二
)
に
越
中
島
の
東
の
水
地
が
代
地
と
し
て
与

え
ら
れ
た
。
な
お
名
請
人
の
小
左
衛
門
は
、
起
立
当
初
の
小
左
衛
門

の
名
前
を
襲
名
し
た
子
孫
に
あ
た
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
「
深
川
屋
敷
書
替
証
文
之
写
」
(
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
文

書
室
所
蔵
、
白
木
屋
文
書
A
六
l

一
ニ
。
な
お
七
郎
兵
衛
の
居
所

が
本
材
木
町
で
あ
る
こ
と
、
及
び
元
禄
一
二
年
(
一
六
九
九
)
ま
で

深
川
猟
師
町
の
東
側
に
接
す
る
辺
り
に
材
木
置
き
場
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
七
郎
兵
衛
は
材
木
商
人
で
あ
っ
た
と
類
推
す
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。
材
木
置
き
場
に
つ
い
て
は
、
「
御
府
内
備
考
』
巻
之

九
(
雄
山
閤
版
第
一
巻
、
一
六
六
1
一
六
七
頁
)
、
同
巻
之
百
十
八

(
前
掲

(
l
)
一
八
六
1
一
八
七
頁
)
、
一
七
世
紀
頃
の
材
木
置
き
場

の
位
置
は
、
「
(
江
戸
大
絵
図
)
」
(
前
掲
(
詑
)
)
、
「
新
板
江
戸
外
絵

図
深
川
本
庄
浅
草
」
(
前
掲
(
叩
)
)
な
ど
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
犯
)
「
深
川
佐
賀
町
惣
絵
図
」
(
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
、
東
京

誌
料
O
四
七
二
|
一
二
一
一
)
。
こ
れ
は
宝
暦
一

O
年
六
月
の
原
図
が
嘉

永
三
年
七
月
に
町
年
寄
の
喜
多
村
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
「
波
多
野
純
「
深
川
の
建
築
|
河
岸
地
を
中
心
に
|
」
高
田
衛
・
吉

原
健
一
郎
編
『
深
川
文
化
史
の
研
究
』
下
、
東
京
都
江
東
区
総
務
部

広
報
課
、
一
九
八
七
年
)
。
こ
の
絵
図
に
は
一
筆
ご
と
の
地
主
・
家
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守
名
、
及
び
本
屋
敷
・
河
岸
屋
敷
の
四
至
の
間
数
・
坪
数
・
反
別
・

年
貢
高
(
永
銭
)
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
元
禄
一

O
年
と
宝
暦

一
O
年
の
年
代
差
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
宝
暦
一
O
年
の
仁
兵
衛
・

茂
右
衛
門
は
、
襲
名
し
た
子
孫
に
あ
た
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ、っ。

(
ぬ
)
「
宝
暦
九
卯
年
御
尋
之
節
御
返
答
書
之
写
」
(
『
寛
永
録
」
三
、

一一一一

1
一
一
四
頁
)
。

(
却
)
以
下
の
川
船
の
統
制
に
関
す
る
記
述
は
、
丹
治
健
蔵
『
関
東
河

川
水
運
史
の
研
究
』
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
)
第
七
章

「
関
東
に
お
け
る
川
船
極
印
改
め
制
の
確
立
過
程
」
、
第
八
章
「
関
東

に
お
け
る
川
船
支
配
政
策
の
展
開
」
、
川
名
登
「
近
世
日
本
水
運
史

の
研
究
』
(
雄
山
閤
出
版
、
一
九
八
四
年
)
第
四
章
第
一
節
「
川
船

奉
行
・
川
船
改
役
の
研
究
」
に
拠
る
。

(
但
)
『
寛
永
録
』
三
、
一

O
九
1
一
一
一
一
頁
、
後
掲
の
〔
史
料
3

〕

と
同
史
料
。

(
位
)
享
保
五
年
二
一
月
二
八
日
に
、
そ
れ
ま
で
関
東
に
お
け
る
川
船

統
制
を
行
っ
て
き
た
勘
定
奉
行
配
下
の
川
船
奉
行
は
廃
止
さ
れ
、
作

事
奉
行
配
下
の
作
事
方
棟
梁
鶴
武
左
衛
門
が
川
船
方
御
用
に
任
ぜ
ら

れ
た
(
前
掲
(
的
)
)
。

(
必
)
『
重
宝
録
』
二
(
前
掲

(
U
)
九
二

1
九
五
頁
)
。

(
叫
)
「
寛
永
録
』
三
、
六
0
1
六
九
頁
。
な
お
『
寛
永
録
』
弐
(
九

1
一
O
頁
)
に
は
、
「
貞
享
五
辰
年
、
言
之
字
無
年
貢
猟
船
九
拾
般

大
島
町
、
同
弐
拾
弐
般
佐
賀
町
、
同
壱
般
富
吉
町
、
同
拾
九
膿
熊
井

町
、
同
弐
拾
般
黒
江
町
、
同
拾
七
般
相
川
町
、
合
百
六
拾
九
般
銘
々

川
船
ニ
紛
敷
旨
ニ
而
、
伊
奈
半
十
郎
様

2
御
職
被
下
置
、
船
印
ニ
相

建
之
猟
業
致
、
旅
猟
船
七
般
者
浮
役
相
勤
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
言

之
字
」
の
極
印
が
打
た
れ
、
漁
船
数
が
一
六
九
般
と
さ
れ
た
の
は
享

保
九
年
の
こ
と
な
の
で
、
貞
享
五
年
の
「
言
之
字
無
年
貢
猟
船
」
数

が
一
六
九
般
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
仮
に
貞
享
五
年
に
関
東
郡
代
役
所
か
ら
臓
を
与
え
ら
れ

た
漁
船
数
が
一
六
九
般
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
享
保
九
年
に
川

船
役
所
の
極
印
を
打
た
れ
た
漁
船
は
、
貞
享
五
年
に
臓
を
与
え
ら
れ

た
漁
船
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
貞
享
五
年
と

享
保
九
年
の
船
主
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(
必
)
「
寛
永
録
』
三
、
七
0
1
八
三
頁
。

(
必
)
「
寛
永
録
』
三
、
八
四
頁
。

(
訂
)
「
守
貞
護
稿
」
巻
之
四
(
『
守
貞
漫
稿
』
上
巻
、
東
京
堂
出
版
、

一
九
七
三
年
、
五
O
頁
)
に
、
「
家
主
」
と
は
「
戸
籍
等
ニ
ハ
家
主

ト
書
、
則
家
守
也
、
(
中
略
)
地
主
ノ
地
面
ヲ
支
配
シ
、
地
代
・
庖

賃
ヲ
庖
子
ヨ
リ
集
メ
テ
地
主
ニ
収
メ
、
公
用
・
町
用
ヲ
勤
メ
、
自
身

番
所
ニ
出
テ
非
常
ヲ
守
ル
ヲ
職
ト
ス
」
と
あ
る
。

(
必
)
仮
に
川
船
役
所
が
漁
船
所
持
者
の
変
更
の
度
に
、
極
印
を
有
す

る
者
の
名
前
を
書
き
替
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
変
更
が
関
東
郡

代
役
所
の
側
で
は
把
握
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
し
か
し
、
天
明
七
年
(
一
七
八
七
)
に
川
船
役
所
の
豊
嶋
左
兵

衛
が
北
町
奉
行
の
柳
生
久
通
へ
提
出
し
た
書
付
の
中
に
「
佃
嶋
無
年

貢
極
印
猟
船
三
百
壱
般
之
儀
、
古
来
よ
り
名
主
船
主
忠
兵
衛
名
前
ニ

て
極
印
相
済
来
候
処
」
と
あ
り
(
「
川
船
方
御
用
書
物
」
二
「
東
京
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市
史
稿
』
産
業
篇
第
三
二
、
東
京
都
、
一
九
八
八
年
、
一
二
九
1
四
O

頁
)
、
深
川
猟
師
町
と
同
様
に
無
年
貢
で
あ
っ
た
佃
島
の
三
O
一
般

の
漁
船
は
、
す
べ
て
忠
兵
衛
の
名
前
で
川
船
役
所
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、
一
般
ご
と
の
船
主
が
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
川
船
役
所
が
深
川
猟
師
町

の
漁
船
一
般
ご
と
の
極
印
を
有
す
る
者
の
名
前
を
把
握
し
、
そ
れ
ら

の
者
が
変
更
す
る
度
に
逐
一
再
登
録
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。

(
的
)
「
寛
永
録
」
三
、
八
四
1
八
七
頁
。

(
印
)
「
乍
恐
以
書
付
申
上
候
(
赤
貝
船
川
船
役
所
極
印
受
御
免
願
)
」

(
「
寛
永
録
』
弐
、
六
二

1
六
回
頁
)
。
先
に
触
れ
た
享
保
九
年
六
月

付
け
の
訴
状
(
前
掲
(
但
)
)
は
、
す
べ
て
の
無
年
貢
漁
船
の
極
印

打
ち
の
免
除
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
相
川
町
の
漁

師
惣
代
の
名
前
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
。

(
日
)
前
掲
(
叫
)
。

(
回
)
八
七
般
の
漁
船
の
「
持
主
名
前
」
は
後
掲
の
付
表
の
通
り
で
あ

る
。
「
持
主
名
前
」
は
享
保
九
年
の
船
主
の
名
前
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

が
、
両
年
代
に
は
三
八
年
の
聞
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の

「
持
主
名
前
」
の
者
が
享
保
九
年
以
来
生
存
し
て
い
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
九
年
後
に
行
わ
れ
た
船
主
改
め
の
経
緯
を
考
慮
に
入
れ
る

な
ら
ば
、
宝
暦
一
二
年
の
「
持
主
名
前
」
は
明
和
八
年
以
降
の
船
株

の
名
前
に
相
当
す
る
名
前
で
あ
り
、
実
際
の
漁
船
所
持
者
の
名
前
で

は
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
史
料
上
の
合
計
は
、
黒

江
町
の
二
一
般
と
大
島
町
の
七
六
般
の
計
八
八
般
と
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
極
印
が
返
上
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
享
保
十
四
酉
年
類

焼
之
節
、
帳
面
焼
失
仕
候
ニ
付
、
委
細
之
義
相
知
不
申
候
」
な
ど
と

あ
る
通
り
、
火
災
に
よ
る
帳
面
焼
失
に
よ
っ
て
詳
細
を
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
弘
)
「
お
ぼ
こ
猟
之
儀
ニ
付
東
浦
井
西
浦
連
判
写
」
(
『
回
議
録
(
明

治
一
二
年
)
』
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
、

府
明
H
明
一
一
一
l
l
六
五
)
。

(
日
)
「
乍
恐
口
上
書
を
以
御
訴
詔
申
上
候
(
河
岸
家
作
御
免
願
)
」

(
「
寛
永
録
』
弐
、
三
二
1
三
五
頁
)
。

(
日
)
但
し
、
月
行
事
を
勤
め
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
年
代
が
享
保
九

年
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い
る
者
は
、
襲
名
し
た
子
孫
に
あ
た
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
貯
)
「
(
深
川
佐
賀
町
中
之
橋
南
角
表
田
舎
間
拾
三
間
半
裏
弐
拾
四

間
四
尺
並
横
屋
敷
土
蔵
共
泊
券
状
)
」
(
=
一
井
文
庫
所
蔵
、
追
七
O
八

|
三
)
。

(
関
)
「
江
戸
抱
屋
鋪
御
名
前
間
数
泊
券
附
」
(
三
井
文
庫
所
蔵
、
続
一

五
四
七
|
一
二
)
。

(
日
)
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
(
名
主
忠
太
郎
支
配
付
に
付
き
)
」

(
『
寛
永
録
』
四
、
一

0
1
一
一
頁
)
な
ど
。
清
左
衛
門
の
他
に
喜
助
・

佐
左
衛
門
・
清
兵
衛
が
「
家
主
共
惣
代
」
で
あ
っ
た
が
、
佐
左
衛
門

は
安
永
八
年
、
清
兵
衛
は
寛
政
元
年
(
一
七
八
九
)
に
月
行
事
を
勤
め

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
(
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
(
船
株
譲
渡
願
)
」

『
寛
永
録
」
三
、
九
八
1
一
O

一
頁
、
「
乍
恐
以
書
付
申
上
候
(
言
ノ

字
船
御
菜
御
用
に
付
き
)
」
「
寛
永
録
』
四
、
二
二

1
二
五
頁
)
。

(ω)
佐
賀
町
の
五
郎
左
衛
門
は
、
延
享
二
土
二
年
(
一
七
四
五
1
一
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七
四
六
)
に
は
年
寄
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
が
(
「
覚
(
村

明
細
書
上
に
付
き
)
」
『
寛
永
録
』
弐
、
九
一

1
九
四
頁
、
「
(
巡
見
方

通
行
時
の
心
得
承
知
に
付
き
請
状
)
」
「
寛
永
録
』
三
、
一
四
1
一ムハ

頁
)
、
宝
暦
一

O
年
の
「
深
川
佐
賀
町
惣
絵
図
」
で
は
、
そ
の
存
在

を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
同
絵
図
に
お
い
て
、
五
郎

左
衛
門
が
元
禄
期
に
名
請
け
し
た
土
地
に
は
、
「
地
主
五
左
衛
門
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
が
五
郎
左
衛
門
の
誤
写
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
宝
暦
一

O
年
は
勿
論
、
享
保
九
年
当
時
も
五
郎
左
衛

門
は
土
地
を
所
持
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

(
臼
)
前
掲
(
但
)
。

(
臼
)
「
差
上
申
御
請
書
之
事
(
船
株
譲
渡
許
可
に
付
き
)
」
(
『
寛
永
録
』

三
、
一
一
七
1
二
二
頁
)
。
出
口
論
文
(
前
掲

(
3
)
)
参
照
。

(
臼
)
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
(
船
株
譲
渡
願
)
」
(
『
寛
永
録
」
三
、

一一一一一

1
一
三
二
頁
)
。

(
臼
)
「
一
、
猟
船
壱
膿
」
と
い
う
箇
条
書
き
は
、
黒
江
町
は
二
O
般

分
、
大
島
町
は
六
O
般
分
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
黒
江
町
の
三
般
・

大
島
町
の
二
般
の
計
五
般
分
の
誤
差
は
、
『
寛
永
録
』
に
写
し
取
る

際
の
誤
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
臼
)
な
お
漁
船
の
売
買
が
安
永
九
年
に
一
斉
に
行
わ
れ
た
の
か
ど
う

か
は
疑
問
を
呈
す
る
余
地
が
あ
る
。
漁
船
の
売
買
を
伴
う
船
株
の
譲

渡
は
、
安
永
八
年
以
前
は
公
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
享
保
九
年

の
漁
船
所
持
者
は
、
「
猟
船
之
儀
古
罷
成
候
而
者
、
海
上
働
難
仕
候
ニ

付
、
他
領
江
売
船
仕
候
儀
御
座
候
」
(
前
掲
(
但
)
)
と
あ
る
通
り
、

古
く
な
っ
た
漁
船
を
他
領
の
者
へ
売
り
払
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
漁
船
を
売
却
す
る
と
い
う
行
為
が
安
永
八
年
以
前

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
同
じ
町
内
に
お

い
て
も
漁
船
の
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
安
永
九
年
以
前
に
非
公
認
で
行
わ
れ
て

き
た
売
買
に
よ
る
漁
船
所
持
者
の
変
更
が
、
こ
の
時
の
船
株
譲
渡
を

通
し
て
公
認
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
侃
)
「
寛
永
録
』
五
、
五
七
1
五
九
頁
。
助
之
丞
の
肩
書
き
は
「
深

川
猟
師
町
名
主
」
と
さ
れ
て
お
り
、
同
年
に
は
「
無
年
貢
船
者
助
之

丞
支
配
内
ニ
計
有
之
候
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

(
『
寛
永
録
』
五
、
六
六
1
六
八
頁
)
、
大
島
町
と
黒
江
町
に
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
六
八
般
以
外
に
、
無
年
貢
漁
船
が
深
川
猟
師
町
で

操
業
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
な
い
。

(
訂
)
但
し
黒
江
町
の
漁
船
数
は
、
宝
暦
一
二
年
か
ら
安
永
九
年
の
聞

に
一
一
一
般
か
ら
一
七
般
に
増
加
し
た
が
、
こ
れ
が
い
か
な
る
事
情
に

よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
侃
)
大
島
町
の
忠
兵
衛
、
黒
江
町
の
清
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、
安
永

八
年
の
佐
賀
町
・
富
吉
町
の
漁
師
惣
代
に
同
名
の
者
が
見
出
さ
れ
る

が
、
船
株
譲
渡
は
同
一
町
内
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
た
の
で
、
両

者
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
者
で
あ
る
。
出
口
論
文
(
前
掲
(

3

)

)

で

は
、
安
永
八
年
一
二
月
付
け
の
船
株
譲
渡
許
可
に
対
す
る
請
状
(
前

掲
(
位
)
)
の
分
析
で
、
漁
師
惣
代
と
漁
船
所
持
者
(
「
船
持
共
」
)

が
一
致
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
訴
状
に
は
大
島

町
・
黒
江
町
・
佐
賀
町
・
富
吉
町
・
熊
井
町
・
相
川
町
の
漁
師
惣
代

の
署
名
が
確
認
さ
れ
る
が
、
宝
暦
一
二
年
に
は
操
業
漁
船
は
大
島
町
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と
黒
江
町
に
し
か
存
在
し
な
く
な
っ
て
お
り
、
安
永
八
年
の
佐
賀

町
・
富
吉
町
・
熊
井
町
・
相
川
町
の
漁
師
惣
代
は
漁
船
を
所
持
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(ω)
「
諸
問
屋
名
前
帳
」
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
旧
幕
府
引
継
書
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
第
四
集
二
二
)
。

(
初
)
「
白
魚
願
ニ
付
旧
記
取
調
書
」
『
回
議
録
(
明
治
一
二
年
)
』
(
前

掲
(
弘
)
)
。

(
九
)
前
掲

(ω)。

(η)
「
東
京
諸
問
屋
沿
革
誌
」
巻
二
(
『
江
戸
東
京
問
屋
史
料
諸
問

屋
沿
革
誌
』
東
京
都
情
報
連
絡
室
都
政
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
部
事
業

課
、
一
九
九
五
年
、
三
五
=
了
三
五
四
頁
)
。

(
花
)
『
深
川
大
嶋
町
地
所
調
』
(
前
掲
(
鉛
)
)
。
引
用
に
際
し
て
は
抹

消
部
分
を
省
略
し
た
。

(
九
)
「
諸
問
屋
再
興
調
」
十
一
(
『
大
日
本
近
世
史
料
諸
問
屋
再
興

調
』
六
、
東
京
大
学
出
版
会
二
九
六
五
年
、
二
六
=
一

1
二
六
五
頁
)
。

(
万
)
「
肴
納
入
調
」
一
一
一
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
旧
幕
府
引
継
書
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
第
四
集
三
六
)
。

(
苅
)
太
田
尚
宏
「
近
世
江
戸
内
湾
地
域
に
お
け
る
『
御
肴
」
上
納
制

度
の
展
開
と
漁
業
秩
序
」
(
「
関
東
近
世
史
研
究
』
二
八
、
一
九
九
O

年
)
、
同
「
江
戸
城
『
御
肴
』
上
納
制
度
の
展
開
と
関
東
郡
代
|
江

戸
内
湾
地
域
に
お
け
る
漁
業
秩
序
の
特
質
解
明
の
前
提
と
し
て
|
」

(
『
地
方
史
研
究
』
二
三
O
、
一
九
九
一
年
)
。

(
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)

〔付表〕宝暦12年(1762)の漁船の『持主名前J

出典:r (無年貢漁船調査書)J
(W寛永録』三、 60-69頁)

(注1)相川町の九兵衛の漁船の極印は
宝暦12年3月に川船役所に返上された。
(注2)番号は作成者が便宜上つけたもの
であり、〔表2)の番号と対応する。
(注3)*は〔表2]の船主に同名の者が確
認されないもの、あるいは漁船数があわな
いものであるが、これらについては誤写で
あると考えられる。
(注4)九兵衛については〔表2)の九郎兵
衛(番号24-28)に相当すると推定される。

町名 |持主名前J般 番号
相川町 (九兵衛) (1) 

小計 (1) 
大島町 久右衛門 911-9 

清兵衛 6110-15 
文右衛門 6118-23 
九兵衛 51(24-28) 牢

庄次郎 5134-38 
市郎右衛門 4144-47 
平兵衛 4148-51 
玉兵衛 3181 本

利右衛門 3129-31 
惣兵衛 3152-54 
勘=郎 2161・62
権之助 2163・64
吉左衛門 2165・66
四郎兵衛 2185 牢

善兵衛 2155・56
太兵衛 2158・59
六右衛門 2167・68
長兵衛 1169 
長九郎 1174 
勘太 1175 
次右衛門 1177 
権七 1178 
次郎左衛門 1180 
六郎兵衛 1182 
嘉兵衛 1183 
七兵衛 1184 
伝兵衛 1186 
与兵衛 1187 
伊兵衛 1189 
吉右衛門 l 本

小計 75 

黒江町 権兵衛 214・5
市右衛門 111 
次右衛門 116 
仁右衛門 1110 
忠次郎 1111 
伝十郎 1112 
善太郎 1113 
弥兵衛 1114 
庄三郎 1115 
太郎兵衛 1118 
五右衛門 1120 

小言十 12 

漁船数 87(88)腰

深川猟師町の漁師51 


